
西
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掛
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【
要
約
】
　
こ
の
論
文
は
、
八
王
の
乱
に
お
い
て
何
故
に
宗
室
が
主
役
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
か
、
と
い
う
疑
問
に
対
す
る
考
察
で
あ
る
。
西
晋
の

宗
室
諸
王
の
あ
り
か
た
が
望
事
以
前
の
王
朝
の
そ
れ
と
異
な
る
最
大
の
点
は
、
宗
室
諸
王
が
官
僚
に
な
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
、
そ
れ
も
軍
事
に
関
連
す

る
官
職
に
就
く
場
合
が
多
く
、
と
く
に
こ
の
時
代
特
有
の
「
出
鎮
」
は
ほ
ぼ
宗
室
が
独
占
し
て
お
り
、
宗
蜜
諸
王
は
所
謂
「
藩
屏
」
の
役
割
が
期
待
さ
れ

て
い
た
。
重
鎮
し
た
宗
室
諸
王
は
軍
事
を
中
核
と
し
て
そ
の
地
方
に
お
け
る
大
幅
な
裁
量
権
を
皇
帝
か
ら
委
託
さ
れ
、
そ
の
地
で
開
い
た
軍
府
に
そ
の
地

方
の
み
な
ら
ず
全
国
か
ら
も
士
大
夫
を
辟
召
し
た
。
そ
の
結
果
、
封
建
領
主
で
は
な
く
一
官
僚
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
半
ば
独
立
的
な
権
力
を
掌
握

す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
こ
う
し
た
権
力
を
も
つ
宗
室
諸
王
が
八
王
の
乱
に
お
い
て
挙
兵
す
る
根
拠
は
、
士
大
夫
が
代
蓑
す
る
輿
論
の
支
持
と
宗
室

諸
王
自
身
、
皇
帝
と
血
縁
に
よ
り
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
に
由
来
す
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
六
八
巻
二
号
　
［
九
八
五
年
三
月

rwM
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は
　
じ
　
め
　
に

さ
き
に
私
は
慧
智
「
八
王
の
乱
の
本
質
」
（
『
東
洋
史
研
究
』
四
一
－
三
、
一
九
八
二
年
所
収
）
に
お
い
て
、
三
世
紀
末
か
ら
四
世
紀
初
め
に
か
け

て
勃
発
し
た
八
王
の
乱
の
経
緯
に
つ
い
て
考
察
し
、
こ
の
西
晋
の
内
乱
を
そ
の
根
底
に
お
い
て
一
歩
一
歩
推
し
進
め
た
原
動
力
と
し
て
、
輿
論

の
存
在
を
指
摘
し
た
。
そ
し
て
ク
ー
デ
タ
ー
も
し
く
は
内
戦
の
形
を
と
る
八
王
の
乱
の
個
々
の
抗
争
は
、
皇
帝
を
輔
佐
し
、
そ
の
立
場
を
利
用

し
て
現
政
権
を
私
権
化
す
る
宗
室
あ
る
い
は
外
戚
出
身
の
宰
相
に
対
し
て
、
宗
室
出
身
の
他
の
諸
王
が
こ
の
輿
論
を
背
景
と
し
て
決
起
し
、
対

立
す
る
と
い
う
図
式
で
表
わ
さ
れ
、
し
か
も
挙
兵
し
勝
利
を
得
た
宗
室
諸
王
が
打
倒
し
た
相
手
に
代
っ
て
実
権
を
掌
握
し
て
私
権
化
す
る
こ
と
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が
ま
た
も
輿
論
の
反
影
を
招
き
、
そ
れ
が
再
び
新
た
な
抗
争
を
惹
き
起
こ
す
と
い
う
よ
う
に
、
そ
の
結
果
と
し
て
抗
争
が
連
環
的
に
と
め
ど
な

く
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
を
論
じ
た
。
こ
の
宿
帳
の
結
論
を
踏
ま
え
て
つ
ぎ
に
追
究
す
べ
き
問
題
は
、
何
故
に
八
王
の
乱
が
宗
室
諸
王
同
士
の
抗

争
劇
に
終
始
し
た
の
か
、
い
い
か
え
る
な
ら
ば
何
故
に
宗
室
が
八
王
の
乱
の
主
役
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
か
、
と
い
う
前
置
で
は
課
題

と
し
て
残
し
て
お
い
た
問
題
で
あ
る
。
そ
し
て
前
稿
の
結
論
に
よ
り
新
た
な
様
相
を
帯
び
、
か
つ
よ
り
明
瞭
に
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
課
題
に

答
え
る
こ
と
は
、
た
ん
に
八
王
の
乱
と
い
う
一
事
件
を
解
明
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
妾
時
の
国
家
体
制
、
さ
ら
に
は
そ
の
基
盤
で
あ
る
当
時
の

社
会
の
構
造
と
そ
の
変
動
を
解
く
鍵
と
な
る
の
で
は
な
い
か
。

　
で
は
こ
れ
ま
で
八
王
の
乱
と
宗
室
の
関
連
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
把
握
さ
れ
て
き
た
で
あ
ろ
う
か
。
従
来
八
王
の
乱
の
原
因
と
し
て
西
晋

王
朝
を
開
い
た
武
備
司
馬
炎
が
採
用
し
た
宗
室
に
対
す
る
封
建
が
挙
げ
ら
れ
、
そ
し
て
そ
の
採
用
は
前
朝
提
燈
の
宗
室
抑
圧
策
に
対
す
る
反
動

と
い
う
文
脈
で
と
ら
え
ら
れ
て
き
た
。
た
し
か
に
魏
晋
時
代
、
と
く
に
西
晋
で
は
曹
閥
の
「
六
代
論
」
・
陸
機
の
「
五
等
諸
侯
論
」
、
さ
ら
に
は

劉
碩
・
段
灼
の
上
奏
な
ど
か
ら
窺
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
封
建
に
関
す
る
議
論
が
当
時
の
士
大
夫
の
間
で
は
さ
か
ん
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の

封
建
論
は
い
ず
れ
も
三
代
か
ら
融
解
に
い
た
る
歴
代
王
朝
の
存
続
と
滅
亡
を
判
断
の
基
準
と
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
封
建
制
の
是
非
を
論
じ
、

郡
県
制
に
対
す
る
封
建
制
の
優
越
性
を
説
き
、
同
姓
諸
侯
を
各
地
に
封
建
し
王
朝
の
藩
屏
た
ら
し
む
封
建
制
を
実
施
す
べ
し
と
結
論
づ
け
て
い

る
。
そ
し
て
西
寺
で
は
事
実
大
い
に
宗
室
を
封
建
し
、
宗
室
優
遇
策
を
う
ち
だ
し
て
は
い
る
。
が
し
か
し
決
し
て
彼
ら
士
大
夫
が
展
開
し
た
封

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

建
論
の
主
旨
に
そ
の
ま
ま
沿
っ
て
お
ら
ず
、
西
晋
の
宗
室
を
封
建
し
た
施
策
が
八
王
の
乱
に
直
結
し
て
い
た
訳
で
は
な
か
っ
た
。
す
で
に
呂
思

勉
・
唐
長
儒
・
宮
崎
市
定
・
越
智
重
明
ら
諸
先
学
の
論
考
に
共
通
し
て
認
識
、
か
つ
重
視
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
宗
室
を
地
方
に
都
督
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

「
出
鎮
」
さ
せ
た
西
晋
の
施
策
が
八
王
の
乱
の
直
接
の
原
因
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
軒
忍
で
は
宗
室
諸
王
が
封
建
さ
れ
た
こ
と
に
よ

る
の
で
は
な
く
、
都
督
と
い
う
一
官
職
に
就
く
こ
と
が
国
家
体
制
そ
の
も
の
を
揺
が
す
ほ
ど
の
権
力
を
握
る
端
緒
に
な
っ
た
点
で
あ
る
。
こ
の

事
実
は
た
と
え
ば
同
じ
宗
室
の
内
乱
で
あ
る
前
漢
の
初
め
に
起
こ
っ
た
呉
四
七
国
の
乱
と
対
比
す
る
な
ら
ば
、
呉
羅
七
国
の
乱
で
は
宗
室
諸
王

の
権
力
基
盤
が
諸
侯
王
に
封
建
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
お
り
、
と
も
に
同
じ
宗
室
が
起
こ
し
た
と
は
い
え
両
内
乱
の
性
格
の
桐
違
は
歴
然
と
し
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第
一
表
　
八
王
の
乱
抗
争
表

1狂狙VX

抗
争
が
起
こ

っ
た
年
と
月

一一

繹
齡
N

　
　
三
月

二
九
一
年

　
　
六
月

三
〇
〇
年

　
　
四
月

三
〇
〇
年

　
　
八
月

三
〇
一
年

三
－
四
月

三
〇
二
年

　
十
一
　
月

　○八○
正四月三
月年1年

三
〇
四
年

　
　
七
月

三
〇
四
年

　
　
八
月

　　　　ミ　　　　　　へ
　　　コノ　　　　　

青轟
当
時
の
皇
帝

恵
　
　
帝

　
洛
　
陽

（
趙
王
倫
）

恵
　
　
帝郷

長
　
安

懐
　
　
帝

討
伐
を
受

け
る
側
の

中
心
人
物

楊
　
　
駿

汝
南
王
亮

衛
　
　
罐

賢
皇
后

趙
王
倫

斉
王
間

長
沙
王
叉

そ
の
地
位

・
官
職

太
　
　
傅

太
　
　
宰

太
　
　
保

皇
　
　
盾

相
　
　
国

難
　
　
帝

大
司
馬

腰
騎
将
軍

成
都
王
穎
　
皇
太
弟

　
　
（
郊
）
　
　
丞
　
　
相

河
難
　
太
宰

東
鯉
越
マ
相

討
伐
を
行

な
う
側
の

中
心
人
物

費
皇
后

細
謹
璋

斉趙庸

王王ヨ三

間倫彫

潅
南
王
允

呉
越
曇

河成斉

聾等
量穎問

欄
間
王
願

成
都
王
穎

長
沙
王
又

東成河
海都間
王家E王

越穎願

恵
　
　
帝

銀
海
王
越

堅
　
　
豊

新
薬
王
騰

東
海
王
出

番
陽
王
號

筍懐

磁器

そ
の
地
位

・
官
職

↓鋏皇
衛南
将将
軍海嶺

大
将
軍

車
騎
将
軍

回
田
校
尉

腰
騎
将
軍

後
軍
将
軍

鎮
東
大
将
軍

征
北
大
将
軍

征
西
大
将
軍

太
　
　
尉

大
将
軍

撫
軍
大
将
軍

司大太

　将

空軍尉

皇
　
　
帝

司
　
　
空

安
北
将
軍

寧
薬
嚢
軍

司
　
　
空

安
南
将
軍

皇
　
　
帝

征
東
大
将
軍

翼洛
陽
城
内

へ
太
傅
府
）

藤浴
陽
城
内

（
宮
　
中
）

洛
陽
城
内

（
相
国
府
）

陽
雀
・
頴
陰

黄
橋
・
濃
水

洛
陽
城
内

（
大
司
馬
府
）

蕩
　
　
陰

郎

関
　
　
中

備

考

二
九
〇
年
四
月
、
武
帝
が
死
に
、
恵
帝
が
即
位
、
楊
駿

が
輔
佐
す
る
。

二
九
一
年
三
月
、
爽
安
王
縣
が
質
后
を
廃
せ
ん
こ
と
を

謀
る
も
失
敗
す
る
。

三
〇
〇
年
三
年
、

る
。

廃
嫡
さ
れ
た
慾
懐
太
子
が
殺
害
さ
れ

潅
南
王
允
挙
兵
す
る
も
逆
に
殺
さ
れ
る
。

い
わ
ゆ
る
「
三
王
起
義
」
。
　
三
王
の
ほ
か
に
宗
室
で
は

長
沙
王
又
（
当
時
は
常
山
王
）
・
南
中
郎
将
の
新
野
公
歌

（
新
野
王
）
ら
が
呼
応
し
た
。

一二

Z
一
年
六
月
、
論
果
艸
來
王
誕
・
王
越
州
が
斉
董
闘
を
廃
せ

ん
こ
と
を
謀
る
も
発
覚
し
て
未
遂
に
お
わ
る
。

蕩
陰
の
戦
い
で
東
海
王
越
側
が
敗
北
し
、
恵
帝
は
郊
に

遷
さ
れ
た
。

郷
陥
落
後
、
成
都
王
穎
と
恵
帝
は
洛
陽
、

月
に
は
長
安
に
遷
る
。

つ
い
で
十
一

一二

Z
轟
ハ
年
L
T
一
目
〃
、
粛
聯
帝
死
に
、
日
脚
帝
が
即
一
位
。

三
｝
　
年
三
月
、
東
海
王
垂
死
に
、
抗
争
に
い
た
ら
ず
。

当
年
六
月
、
洛
陽
が
陥
　
歯
し
、
懐
帝
二
三
に
拉
致
さ
れ

る
。
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③

て
い
る
。
そ
れ
で
は
八
王
の
乱
と
密
接
に
か
か
わ
る
西
晋
に
お
け
る
宗
室
諸
王
の
出
塁
に
よ
る
藩
屏
の
体
制
は
、
た
ん
に
宗
室
抑
圧
策
を
採
っ

た
が
故
に
か
え
っ
て
王
朝
の
断
絶
を
据
い
た
後
漢
な
ら
び
に
平
馬
の
轍
を
踏
ま
な
い
た
め
の
対
応
策
と
し
て
の
み
採
用
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
た
同
じ
藩
屏
の
体
制
で
あ
る
前
漢
初
め
の
宗
室
を
諸
侯
王
と
し
て
封
建
す
る
と
い
う
方
策
を
採
ら
ず
に
、
何
故
に
宗
室
の
出
鎮
と
い
う
西
晋

特
有
の
方
策
を
採
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
唐
長
儒
氏
が
、

　
　
注
意
す
べ
き
は
西
晋
の
よ
う
に
宗
室
を
用
う
る
こ
と
が
、
…
…
秦
漢
に
も
ま
た
唐
以
後
に
も
見
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
程
度
の
差

　
　
こ
そ
あ
れ
南
北
朝
で
は
全
般
的
に
行
な
わ
れ
、
穿
初
に
い
た
る
ま
で
続
い
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
先
人
の
議
論
で
は
ふ
つ
う
西
晋
が
宗
室

　
　
を
重
用
し
た
の
は
曹
魏
が
諸
王
を
禁
慣
し
た
こ
と
に
鑑
み
、
つ
ま
り
「
こ
こ
に
覆
車
を
改
め
ん
」
（
前
の
失
敗
を
戒
め
と
す
る
）
が
た
め
で
あ

　
　
つ
た
と
い
う
。
こ
れ
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
重
要
な
一
原
因
で
あ
る
。
し
か
し
「
八
王
の
乱
」
の
教
訓
を
経
た
の
に
、
何
故
に
劉
宋
・
斉

　
　
・
梁
・
北
魏
の
諸
王
朝
は
晋
の
「
覆
車
」
を
鑑
み
る
こ
と
な
く
、
ひ
き
つ
づ
き
皇
子
と
宗
室
を
任
用
し
曇
勝
職
業
さ
せ
た
の
か
。
北
魏
の

　
　
場
合
は
部
落
の
通
風
に
託
し
て
説
明
す
れ
ば
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
で
は
南
朝
の
場
合
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
の
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

と
自
問
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
時
代
す
な
わ
ち
魏
晋
南
北
朝
と
い
う
時
代
が
も
っ
て
い
た
固
有
の
状
況
に
そ
の
起
因
を
見
出
す
こ
と
が
で

き
る
の
で
は
な
い
か
。
宗
室
の
重
用
は
た
ん
に
西
晋
の
武
帝
が
勝
手
に
採
用
し
た
施
策
と
い
う
よ
う
な
、
偶
然
の
も
た
ら
し
た
所
産
で
は
な
く
、

こ
の
時
代
の
特
質
に
か
か
わ
る
重
要
な
問
題
を
は
ら
ん
で
お
り
、
そ
し
て
こ
の
問
題
を
解
き
ほ
ぐ
す
鍵
は
、
宗
室
の
活
躍
が
入
輔
・
出
鎮
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

う
形
を
と
っ
た
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

　
こ
の
論
文
で
は
以
上
述
べ
て
き
た
八
王
の
乱
に
対
す
る
問
題
意
識
を
常
に
念
頭
に
置
き
、
具
体
的
に
は
八
王
の
乱
と
い
う
状
況
に
お
け
る
宗

室
の
出
鎮
の
あ
り
か
た
に
焦
点
を
あ
て
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
を
踏
ま
え
て
当
初
の
課
題
に
迫
り
た
い
。
な
お
行
論
の
参
考
上
、
八
王
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

乱
の
経
緯
を
表
に
整
理
し
掲
げ
て
お
く
。

①
　
曹
問
の
「
六
代
論
」
は
『
文
選
』
巻
五
二
、
論
と
『
三
国
志
』
巻
二
〇
、
魏
志
、

武
文
倣
王
公
俵
注
所
引
の
『
魏
氏
春
秋
』
に
、
陸
機
の
「
五
等
諸
侯
論
」
は
『
文

選
』
巻
五
四
、
論
に
「
五
等
論
」
と
し
て
、
ま
た
『
幽
趣
』
巻
五
四
、
本
伝
に
、

劉
頚
お
よ
び
登
山
の
上
奏
は
『
混
書
臨
巻
四
六
・
巻
四
八
の
そ
れ
ぞ
れ
の
本
伝
に
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載
せ
る
。
な
お
西
晋
の
武
帝
が
採
用
し
た
方
針
は
筍
筋
の
上
奏
（
『
晋
書
』
巻
二
四
、

　
職
宮
志
、
王
と
巻
三
九
、
筍
筋
伝
所
収
）
に
見
え
る
議
論
に
沿
っ
て
い
る
。
本
田

　
済
「
魏
晋
に
お
け
る
封
建
論
」
（
『
人
文
研
究
』
六
－
六
、
一
九
五
五
年
）
参
照
。

②
　
諸
氏
の
見
解
は
呂
思
勉
『
両
晋
南
北
朝
史
』
上
冊
　
一
九
四
八
年
、
二
九
－
三

　
四
頁
、
封
建
之
制
、
虚
無
艦
「
黒
藻
分
封
与
覇
王
三
皇
」
（
中
国
社
会
科
学
院
歴

　
史
研
究
所
編
『
魏
晋
階
唐
史
論
集
』
一
、
一
九
八
一
年
に
原
素
、
『
魏
習
南
北
朝

　
史
論
拾
遺
隔
一
九
八
三
年
に
訂
補
再
録
）
、
宮
晦
市
定
『
九
品
官
人
法
の
研
究
』
一

　
九
五
六
年
、
一
七
〇
1
三
頁
。
越
智
重
明
「
西
晋
の
封
王
の
鋼
」
（
『
東
洋
学
報
』

　
四
二
一
一
、
一
九
五
九
年
）
・
「
封
王
の
制
と
八
王
の
乱
」
（
『
魏
習
南
朝
の
政
治
と

　
社
会
』
一
九
六
三
年
所
収
）
・
「
西
晋
の
封
王
の
制
と
入
王
の
乱
」
（
『
魏
皿
昆
閑
朝
の

　
貴
族
制
』
一
九
八
二
年
所
収
）
な
ど
の
論
考
に
示
さ
れ
て
い
る
。
な
お
越
智
氏
は

　
宗
室
諸
王
の
封
国
支
配
と
都
督
と
し
て
の
支
配
が
一
体
化
し
、
そ
こ
か
ら
宗
室
諸

　
王
の
自
律
的
独
立
的
性
格
が
生
ま
れ
る
、
と
説
か
れ
て
い
る
。
前
稿
「
入
王
の
乱

　
の
本
質
」
注
ω
お
よ
び
②
参
照
。

③
稲
葉
一
郎
「
呉
楚
七
国
の
乱
に
つ
い
て
」
（
『
立
命
館
文
学
』
三
六
九
・
三
七
〇

　
合
併
号
、
一
九
七
六
年
）
な
ど
参
照
。

④
唐
長
濡
「
西
晋
分
封
与
二
王
出
駕
」
（
『
魏
晋
南
北
朝
史
論
拾
遺
』
所
収
）
一
三

　
九
一
四
〇
頁
。
　
「
値
得
注
意
的
是
，
像
西
晋
那
様
用
宗
室
，
如
晋
書
八
王
転
序
所

説
的
「
或
出
擁
詫
節
，
覆
岳
牧
之
栄
；
黙
黙
台
階
，
雪
曇
揆
之
重
」
的
情
況
，
既

　
不
見
於
秦
漢
，
也
不
見
転
唐
以
後
，
但
却
在
不
同
程
度
上
通
行
於
南
北
朝
，
甚
至

　
延
続
到
唐
革
。
前
人
議
論
，
通
常
認
為
西
普
重
任
宗
室
是
肇
於
曹
魏
禁
鋼
諸
王
，

　
「
思
改
覆
車
」
，
邉
当
然
是
一
個
重
要
原
因
。
倶
是
経
過
「
八
王
逆
乱
」
的
教
訓
，

　
為
什
腰
堅
田
、
斉
、
柔
和
却
没
有
陶
釜
日
的
「
覆
車
」
而
継
続
任
用
皇
子
和
宗
室
入

籍
出
鎮
児
p
北
朝
如
果
談
之
部
落
遣
風
，
那
磨
南
朝
又
悠
様
解
釈
咤
？
」
。

　
　
な
お
唐
長
儒
氏
は
そ
の
問
い
に
対
す
る
答
え
と
し
て
、
そ
れ
に
続
け
て
、
当
時

　
の
政
権
構
造
が
門
閥
貴
族
の
連
合
支
配
で
あ
り
、
皇
室
は
そ
の
門
閥
貴
族
の
一
族

　
の
上
に
凌
駕
す
る
一
族
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
そ
の
　
族
（
宗
室
）
は
権
勢
を
得
る

　
こ
と
に
よ
り
、
優
越
的
地
位
を
保
持
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
こ

　
の
種
の
惜
況
が
ほ
ぼ
門
閥
支
配
と
と
も
に
終
始
す
る
こ
と
と
は
お
そ
ら
く
偶
然
で

　
は
な
い
で
あ
ろ
う
、
と
論
じ
て
お
ら
れ
る
。

⑤
南
朝
の
宗
室
の
反
乱
で
は
た
と
え
ば
安
田
二
郎
「
「
晋
安
王
子
助
の
叛
乱
」
に
つ

　
い
て
一
－
⊥
閑
朝
門
閥
貴
族
体
制
と
豪
族
土
豪
一
」
（
『
東
洋
史
研
究
』
．
二
五
…
四
、

　
一
九
六
七
年
）
な
ど
参
照
。

⑥
基
本
的
に
は
前
稿
第
一
表
「
八
王
の
乱
抗
争
表
」
を
再
掲
し
た
が
、
新
た
に
抗

　
争
の
主
舞
台
の
項
を
増
補
し
、
ま
た
前
表
の
二
二
二
の
誤
り
を
訂
正
し
た
。
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第
嗣
章
宗
室
諸
王
の
出
鎮
i
成
都
王
穎
の
場
合
1

こ
の
章
で
は
「
は
じ
め
に
」
で
提
起
し
た
疑
問
、
一
何
故
に
八
王
の
乱
に
お
い
て
宗
室
が
そ
の
主
役
と
な
る
の
か
一
、
こ
の
疑
問
を
解

く
第
一
歩
と
し
て
、
繁
雑
か
も
し
れ
な
い
が
、
西
域
の
宗
室
諸
王
の
出
血
に
つ
い
て
ま
ず
検
討
し
た
い
。
具
体
的
に
は
「
八
王
」
の
一
人
に
数

え
ら
れ
、
ま
た
前
稿
で
扱
・
た
「
三
王
巽
」
に
際
し
斉
王
間
の
懲
呼
応
し
て
糞
そ
の
後
も
八
王
の
乱
に
お
け
藷
抗
争
の
主
役
の
一
㈱

人
で
あ
っ
た
成
都
王
穎
を
と
り
あ
げ
る
。
成
都
王
穎
、
字
は
墨
書
は
初
代
皇
帝
で
あ
る
武
生
司
馬
炎
の
第
十
六
子
で
、
第
二
代
皇
帝
で
あ
る
恵
　
9
1



帝
司
馬
衷
の
異
母
弟
に
あ
た
る
。
こ
の
成
都
王
穎
の
略
歴
を
ま
と
め
、
つ
い
で
そ
こ
に
見
ら
れ
る
彼
の
帯
び
て
い
た
官
職
を
中
心
に
考
察
し
た

や
。㌔　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
　
太
康
十
年
（
二
八
九
）
十
一
月
、
皇
子
と
し
て
成
都
王
に
始
筆
さ
れ
る
。
妾
時
十
一
歳
。
の
ち
に
起
電
し
て
越
騎
校
尉
（
四
品
）
・
加
平
騎
常

　
　
　
侍
（
三
晶
）
と
な
る
。

　
　
元
康
九
年
（
二
九
九
）
正
月
、
平
北
将
軍
と
な
り
、
郷
に
出
田
す
る
。
二
十
一
歳
。

　
　
永
寧
元
年
（
三
〇
一
）
正
月
、
鼻
繋
大
将
軍
・
開
府
儀
二
三
司
に
進
位
す
る
。
三
－
四
月
、
三
王
起
義
（
第
一
表
、
V
）
、
漫
水
の
戦
い
に
勝

　
　
　
ち
洛
陽
に
入
城
す
る
。
六
月
、
論
功
行
賞
の
結
果
、
大
将
軍
・
都
督
中
外
諸
軍
事
・
鼻
輪
加
黄
銭
・
録
尚
書
事
と
な
る
に
も
か
か
わ
ら

　
　
　
ず
鄭
に
帰
還
す
る
。

　
　
太
安
元
年
（
三
〇
二
）
十
二
月
、
斉
王
問
を
討
伐
す
る
（
樋
）
。

　
　
太
安
二
年
（
三
〇
三
）
八
－
十
二
月
、
長
沙
王
叉
を
討
伐
す
る
（
㎎
）
。

　
　
永
興
元
年
（
三
〇
四
）
正
月
、
丞
網
と
な
り
、
つ
い
で
三
月
に
は
皇
太
弟
と
な
る
。
七
月
、
思
量
の
戦
い
（
噸
）
。
八
月
、
鄭
が
陥
落
し
、
洛

　
　
　
陽
に
の
が
れ
る
（
K
）
。
十
一
月
、
長
安
の
昼
間
王
順
の
も
と
に
赴
き
、
十
二
月
に
は
皇
太
弟
の
位
を
剥
奪
さ
れ
る
。

　
　
永
興
二
年
（
三
〇
五
）
九
月
、
領
軍
大
将
軍
・
都
督
河
北
諸
軍
事
と
な
り
郷
に
む
か
う
も
東
海
王
越
に
阻
ま
れ
る
。

　
　
光
煕
元
年
（
三
〇
六
）
九
月
、
劉
弘
の
死
に
と
も
な
う
生
州
の
混
乱
に
ま
き
こ
ま
れ
、
そ
こ
か
ら
の
が
れ
る
途
次
に
と
ら
え
ら
れ
、
十
月
に

　
　
　
苑
陽
王
擁
の
長
史
劉
輿
に
殺
害
さ
れ
る
。
享
年
二
十
八
歳
。

　
以
上
の
略
歴
の
中
で
最
も
注
目
す
べ
き
点
は
、
成
都
王
穎
が
八
王
の
乱
の
さ
な
か
で
あ
る
元
康
九
年
（
二
九
九
）
か
ら
永
興
元
年
（
三
〇
四
）
に

か
け
て
の
五
年
あ
ま
り
に
わ
た
っ
て
郷
（
現
在
の
河
北
省
臨
潭
県
）
に
出
鎮
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
鄭
県
は
か
つ
て
後
窯
業
に
お
い
て
は
魏

郡
の
郡
治
の
み
な
ら
ず
翼
州
の
州
治
を
も
兼
ね
置
か
れ
た
要
衝
の
地
で
あ
り
、
か
の
糞
州
牧
と
な
り
河
北
に
勢
威
を
振
っ
た
熱
雲
の
本
拠
地
で

も
あ
っ
た
。
ま
た
そ
の
言
論
を
破
っ
た
曹
操
も
こ
こ
に
銅
響
岩
な
ど
三
台
を
含
む
都
城
を
建
設
し
、
重
兵
を
配
備
し
、
自
ら
魏
撃
つ
い
で
魏
王
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に
封
ぜ
ら
れ
る
や
、
郷
を
中
心
に
こ
の
あ
た
り
一
帯
を
封
土
と
し
、
そ
の
た
め
下
田
で
は
創
業
の
地
と
し
て
五
都
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
に
い

た
る
。
つ
づ
く
函
晋
に
お
い
て
も
長
安
・
許
昌
と
な
ら
ん
で
重
視
さ
れ
、
建
国
以
来
司
馬
氏
の
㎝
族
が
出
鎮
す
る
の
が
慣
例
で
あ
っ
た
。
事
実

成
都
王
穎
以
前
、
楽
書
時
代
に
す
で
に
瑛
二
王
伯
・
済
南
王
遂
が
、
西
翠
に
入
っ
て
も
高
二
王
珪
・
彰
城
王
権
・
高
密
王
泰
・
山
濤
・
梁
王
形

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

・
趙
王
倫
・
河
間
王
顯
と
、
山
濤
を
除
き
宗
窒
諸
王
が
郵
に
出
鎮
し
て
い
る
。
こ
の
要
衝
の
地
に
出
漁
し
て
い
た
こ
と
が
、
成
都
王
穎
が
八
王

の
乱
に
深
く
関
与
す
る
要
因
で
あ
っ
た
と
予
想
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
成
都
愚
書
の
前
任
と
し
て
こ
の
地
に
出
号
し
て
い
た
梁
王
穎
・

趙
王
倫
・
河
間
王
願
ら
も
八
王
の
乱
の
主
役
で
あ
る
。

　
で
は
そ
も
そ
も
こ
う
し
た
要
衝
に
出
鎮
す
る
と
い
う
こ
と
は
如
何
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
本
来
出
鎮
と
は
同
じ
中
央
か
ら
地
方
に
出
る
と

は
い
っ
て
も
封
建
に
よ
る
就
国
と
は
異
な
り
、
あ
く
ま
で
官
職
を
帯
び
、
そ
の
任
務
と
し
て
任
地
で
あ
る
軍
鎮
に
赴
く
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
で

は
出
鎮
に
際
し
て
具
体
的
に
は
如
何
な
る
官
職
を
帯
び
る
の
か
、
そ
し
て
そ
の
官
職
が
如
何
な
る
権
限
を
も
ち
、
そ
れ
が
八
王
の
乱
に
お
い
て

如
何
に
宗
室
諸
王
挙
兵
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
簡
単
に
検
討
し
た
い
。
寒
雲
当
時
の
三
哲
の
例
を
正
史
の
列
伝
な
ど
で
調
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

る
と
、
た
と
え
ば
憂
節
・
平
南
将
軍
・
都
督
潅
北
諸
軍
事
あ
る
い
は
使
持
節
・
鎮
西
大
将
軍
・
都
督
雍
涼
二
州
諸
軍
事
と
基
本
的
に
は
そ
の
肩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

書
と
し
て
出
評
す
る
方
面
を
示
す
将
軍
号
と
管
轄
地
域
を
示
す
都
督
号
と
そ
れ
に
付
帯
し
た
持
節
号
の
三
つ
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ

ぞ
れ
に
ラ
ン
ク
が
あ
り
、
た
と
え
周
じ
地
に
出
著
す
る
に
し
て
も
、
出
即
す
る
当
人
の
愚
意
な
ど
に
よ
り
そ
の
ラ
ン
ク
が
異
な
り
、
ま
た
同
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

人
物
が
そ
の
ま
ま
出
給
し
て
い
て
も
進
撃
し
て
ゆ
く
場
合
も
多
い
。
郷
へ
の
出
鎮
を
例
に
と
る
と
、
将
軍
号
は
征
北
大
将
軍
以
下
、
鎮
北
大
将

軍
（
以
上
が
二
品
。
あ
る
い
は
「
大
」
の
付
か
な
い
征
北
将
軍
・
鎮
北
将
軍
も
あ
る
）
・
安
北
将
軍
・
平
北
将
軍
（
以
上
三
品
）
・
北
中
郎
将
（
四
品
）
と
続
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

成
都
王
畿
の
場
合
、
平
語
将
軍
と
し
て
出
鎮
、
つ
づ
い
て
鎮
北
大
将
軍
、
さ
ら
に
は
征
北
大
将
軍
と
進
位
し
て
い
る
。
都
督
号
は
都
督
郷
城
守

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

諸
軍
事
・
監
郷
城
守
諸
軍
事
・
督
鄭
城
守
諸
軍
事
、
持
節
号
も
使
持
節
・
持
節
・
嘉
節
の
三
ラ
ン
ク
が
あ
る
。
将
軍
と
は
本
来
一
軍
の
振
揮
官

で
あ
り
、
征
伐
が
あ
る
ご
と
に
任
命
さ
れ
、
任
務
が
終
れ
ば
解
任
さ
れ
る
非
常
任
の
武
官
で
あ
っ
た
。
前
漢
以
後
様
々
な
名
号
を
も
つ
将
軍
号

が
生
ま
れ
た
が
、
そ
の
中
で
遠
征
す
る
方
面
を
表
わ
す
四
征
・
四
鎮
・
四
安
・
四
平
の
各
将
軍
お
よ
び
四
中
郎
将
は
後
漢
初
め
と
そ
の
末
か
ら
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三
国
初
め
の
二
つ
の
戦
乱
期
に
続
々
と
作
ら
れ
、
曹
魏
に
お
い
て
九
品
官
制
の
中
に
序
列
化
さ
れ
て
整
理
さ
れ
、
ま
た
都
督
と
結
び
つ
く
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

に
よ
り
禁
軍
を
統
率
し
て
前
線
に
駐
屯
す
る
官
職
と
し
て
常
官
化
し
た
。
都
督
と
は
本
来
征
伐
に
あ
た
っ
て
天
子
に
代
り
諸
軍
を
率
い
る
将
軍

を
監
督
す
る
、
つ
ま
り
実
質
的
に
は
全
軍
を
指
揮
す
る
任
務
で
あ
り
、
曹
魏
の
初
め
都
督
五
輪
諸
軍
事
を
設
け
、
戦
時
に
お
い
て
管
轄
下
の
州

刺
史
・
郡
太
守
・
県
令
ら
を
指
揮
し
、
さ
ら
に
は
直
接
人
民
を
徴
募
す
る
な
ど
の
権
限
を
有
す
る
よ
う
に
変
化
し
た
。
ま
た
そ
れ
に
と
も
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

中
央
に
は
天
子
に
代
り
全
禁
軍
を
掌
握
す
る
都
督
中
外
諸
軍
事
や
大
都
督
が
置
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
持
節
は
天
子
の
権
限
が
委
任
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
示
し
・
響
に
付
帯
さ
れ
た
場
A
日
に
は
と
く
に
管
轄
下
に
あ
る
人
士
を
処
刑
す
る
権
讐
表
わ
し
て
い
如
・
以
上
の
三
つ
の
璽
岡

き
を
も
っ
て
出
淫
す
る
こ
と
に
よ
り
地
方
に
お
け
る
、
基
本
的
に
は
一
州
あ
る
い
は
専
掌
単
位
の
軍
事
権
の
最
高
費
任
者
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
で
は
何
故
に
こ
の
よ
う
な
将
軍
号
と
都
督
・
持
節
号
を
も
ち
地
方
に
出
浴
す
る
体
綱
が
確
立
し
、
し
か
も
宗
室
諸
王
が
そ
の
任
に
就
く
よ
う

に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
歴
史
的
背
景
と
そ
の
後
の
展
開
を
た
ど
り
た
い
。
は
じ
め
て
重
鎮
体
制
が
確
立
し
た
の
は
面
上
革
命
直
後
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

黄
初
年
間
（
二
二
〇
一
二
二
六
）
の
は
じ
め
で
あ
っ
た
が
、
当
初
曹
魏
の
最
大
の
懸
案
は
対
置
し
て
い
た
呉
蜀
両
国
へ
の
対
処
で
あ
り
、
出
鎮
体

制
は
両
国
に
対
す
る
防
禦
と
攻
撃
の
軍
事
上
の
拠
点
と
し
て
の
役
割
が
課
せ
ら
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
使
持
節
・
征
東
大
将
軍
・
都
督
揚
州
諸

軍
事
と
使
持
節
・
征
南
大
将
軍
・
都
督
温
州
諸
軍
事
と
が
そ
れ
ぞ
れ
出
漁
し
て
い
た
寿
春
と
襲
陽
は
対
呉
の
前
線
基
地
で
あ
り
、
使
持
節
・
征

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

西
大
将
軍
・
都
督
関
中
（
雍
涼
二
州
）
諸
軍
事
が
出
鎮
し
て
い
た
長
安
は
対
蜀
の
前
線
基
地
と
し
て
重
兵
が
つ
ね
に
駐
屯
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

そ
れ
故
に
こ
そ
寿
春
に
出
青
し
て
い
た
王
凌
・
凪
丘
倹
・
諸
葛
誕
ら
が
あ
い
つ
い
で
中
央
に
対
し
反
旗
を
翻
し
た
り
、
あ
る
い
は
長
安
に
出
鎮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

し
て
い
た
司
馬
酪
が
連
年
に
わ
た
る
蜀
の
攻
撃
を
支
え
る
中
で
着
々
と
司
馬
氏
拾
頭
の
基
盤
を
築
い
た
な
ど
、
　
面
で
は
出
鎮
は
反
乱
を
起
こ

し
た
り
、
自
己
の
勢
力
を
扶
植
す
る
た
め
の
絶
好
の
機
会
と
な
る
。
朝
廷
に
と
っ
て
は
危
険
極
ま
り
な
い
存
在
で
あ
っ
た
。
こ
の
諸
刃
の
剣
と

も
い
う
べ
き
出
鎮
体
制
の
危
険
性
を
熟
知
し
て
い
た
司
馬
氏
は
魏
晋
革
命
へ
の
準
備
段
階
に
お
い
て
す
で
に
信
頼
す
べ
き
同
族
な
い
し
腹
心
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

出
域
さ
せ
て
お
り
、
そ
の
措
置
が
晋
朝
成
立
後
も
そ
の
ま
ま
継
続
し
、
宗
室
諸
王
を
中
心
と
す
る
出
鎮
体
欄
と
し
て
制
度
化
し
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
太
康
元
年
（
二
八
○
）
、
宿
願
で
あ
っ
た
中
国
再
統
一
が
呉
の
平
定
に
よ
り
実
現
し
た
の
を
契
機
に
、
州
郡
の
軍
備
を
事
実
上
撤
廃
し
た
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西晋代宗室諸王の特質（福原）

　
⑱

結
果
、
地
方
に
お
け
る
都
督
の
軍
事
面
で
の
比
重
が
さ
ら
に
増
大
、
そ
の
中
で
も
重
兵
が
駐
屯
し
宗
室
の
中
で
も
皇
帝
に
近
い
親
族
が
出
鎮
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

る
の
が
慣
例
で
あ
っ
た
鄭
・
長
安
・
許
昌
の
三
都
市
が
と
く
に
重
要
と
な
り
、
は
か
ら
ず
も
京
師
洛
陽
を
中
心
に
、
こ
の
三
都
市
を
加
え
た
聞

で
八
王
の
乱
が
展
開
す
る
の
で
あ
る
。

　
今
一
度
、
西
面
に
お
け
る
国
家
と
宗
室
諸
王
と
の
官
職
を
通
し
て
の
結
び
つ
き
を
検
討
す
る
と
、
西
晋
以
前
の
ど
の
国
家
よ
り
も
密
接
で
あ

っ
た
、
つ
ま
り
あ
り
て
い
に
い
え
ば
宗
室
諸
王
が
中
央
の
官
職
に
つ
く
こ
と
が
多
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
西
晋
の
宗
室
諸
王
は
就
国
す
る
場

合
以
外
に
は
ほ
と
ん
ど
何
ら
か
の
官
職
に
つ
い
て
い
る
。
た
と
え
ば
成
都
酔
言
の
略
歴
を
見
る
と
、
ま
ず
ω
越
騎
校
尉
（
加
散
隠
隠
侍
）
と
中
央

の
将
軍
・
校
尉
官
で
起
縮
し
、
つ
い
で
②
皇
考
将
軍
（
の
ち
翠
雲
大
将
軍
か
ら
征
北
大
将
軍
と
昇
進
す
る
）
と
な
っ
て
地
方
に
出
青
し
、
さ
ら
に
③
大

将
軍
か
ら
丞
相
と
、
本
来
は
入
醸
す
べ
き
三
公
の
位
に
ま
で
の
ぼ
り
つ
め
て
い
る
（
な
お
成
都
王
頴
は
郵
の
地
か
ら
離
れ
な
か
っ
た
）
。
こ
う
し
た
西

北
に
お
け
る
宗
室
諸
王
と
そ
の
就
く
べ
き
官
職
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
宮
崎
市
定
氏
が
『
九
品
官
人
法
の
研
究
』
の
中
で
論
ぜ
ら
れ
て
い
る

と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
宗
室
諸
王
は
中
正
の
管
轄
外
に
あ
る
宗
室
選
に
よ
り
、
散
金
言
侍
（
三
晶
）
も
し
く
は
諸
校
尉
（
四
品
）
と
い
っ
た
貴
族
で
は

起
家
官
と
な
り
得
な
い
高
い
品
官
で
起
号
し
（
ふ
つ
う
名
門
の
子
弟
で
六
品
官
か
ら
書
家
す
る
）
、
以
後
も
京
師
に
お
い
て
員
外
の
散
官
を
歴
任
し
、

あ
る
い
は
軍
隊
を
握
る
将
軍
あ
る
い
は
都
督
と
な
る
の
が
典
型
で
あ
っ
た
と
い
う
。
西
晋
以
前
の
歴
代
王
朝
の
宗
室
と
比
較
す
る
な
ら
ば
、
前

漢
で
は
建
国
当
初
、
戦
国
の
旧
六
国
の
天
恵
や
漢
の
功
臣
ら
か
ら
な
る
異
姓
諸
侯
を
各
地
に
封
建
し
た
が
、
や
が
て
反
乱
・
陰
謀
な
ど
の
嫌
疑

を
か
け
て
諸
侯
王
を
次
々
に
疎
属
一
族
に
切
り
換
え
て
い
っ
た
。
と
こ
ろ
が
数
郡
に
わ
た
る
封
土
と
そ
れ
を
統
治
す
る
た
め
の
組
織
的
に
は
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
と

央
政
府
と
同
じ
機
構
と
か
ら
な
る
王
国
を
保
持
す
る
、
そ
の
点
で
は
い
わ
ば
皇
帝
と
対
等
の
存
在
で
あ
る
岡
姓
諸
侯
が
皇
帝
な
ら
び
に
そ
の
下

に
あ
る
中
央
政
府
と
対
立
し
、
つ
い
に
は
呉
楚
七
国
の
乱
を
惹
き
起
こ
す
に
い
た
る
。
こ
の
内
乱
を
鎮
圧
し
た
皇
帝
側
は
こ
れ
を
契
機
に
旧
来

の
王
国
の
封
土
を
削
減
・
没
収
あ
る
い
は
分
割
す
る
と
同
時
に
王
国
の
官
制
を
も
縮
小
、
そ
の
後
も
君
恩
の
令
・
酎
金
の
律
・
左
官
の
律
・
阿

党
の
律
な
ど
宗
室
抑
圧
策
の
実
施
を
通
じ
て
諸
侯
王
の
権
限
を
さ
ら
に
調
限
し
、
宗
室
諸
王
を
皇
帝
に
対
抗
し
得
な
い
、
食
邑
の
租
税
を
食
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

だ
け
の
存
在
に
退
化
さ
せ
た
。
後
漢
に
は
い
っ
て
も
前
漢
の
制
度
が
踏
襲
さ
れ
、
始
封
さ
れ
た
皇
子
・
皇
弟
が
就
要
し
、
亡
く
な
る
と
そ
の
嫡
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子
が
世
襲
し
て
い
っ
た
が
、
宗
室
諸
王
は
中
央
か
ら
派
遣
さ
れ
た
国
梱
ら
の
監
視
の
も
と
、
人
士
と
の
交
通
は
禁
止
さ
れ
、
ま
た
官
職
に
も
就

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

け
ず
、
そ
れ
故
に
国
政
に
は
関
与
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
曹
魏
の
封
建
も
形
式
的
に
は
い
わ
ゆ
る
周
の
封
建
に
倣
っ
て
は
い
る
が
、
そ

の
内
実
を
検
討
す
る
と
国
国
の
強
制
と
そ
れ
に
と
も
な
う
仕
官
へ
の
道
の
杜
絶
、
藩
国
に
お
け
る
獄
官
、
と
く
に
国
国
を
守
備
す
べ
き
軍
隊
の

貧
弱
さ
、
中
央
か
ら
派
遣
さ
れ
る
曹
魏
特
有
の
防
輔
・
監
国
昔
者
な
ど
に
よ
る
き
び
し
い
監
視
、
さ
ら
に
は
た
び
か
さ
な
る
転
封
（
国
替
え
）
な
ど

か
ら
窺
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
実
質
的
に
は
藩
屏
と
し
て
の
役
割
を
期
待
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
　
「
囹
圏
」
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
飼

い
殺
し
同
然
に
幽
閉
さ
れ
て
い
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
こ
う
し
た
宗
室
諸
王
を
と
り
ま
く
状
況
は
曹
魏
の
み
が
特
異
な

の
で
は
な
く
、
以
上
の
如
く
前
漢
以
来
の
～
生
し
た
宗
室
対
策
の
方
針
の
さ
ら
な
る
強
化
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
延
長
上
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

に
対
し
て
西
晋
で
は
魏
晋
禅
譲
革
命
の
直
前
に
司
馬
昭
が
実
施
し
た
五
等
爵
の
復
活
に
よ
り
形
式
的
に
は
周
の
難
題
に
復
古
し
、
ま
た
建
国
当

初
、
宗
室
諸
王
に
対
し
て
食
邑
の
大
幅
な
増
加
、
軍
隊
の
増
員
、
防
輔
・
監
国
電
春
の
官
の
撤
廃
、
被
官
の
自
選
な
ど
、
制
限
の
緩
和
や
特
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

の
付
与
に
よ
る
宗
室
優
遇
策
を
う
ち
だ
し
た
。
し
か
し
本
来
宗
室
諸
王
が
封
建
さ
れ
た
国
を
統
治
す
る
内
紫
は
郡
の
太
守
と
事
実
上
差
違
は
な

く
、
宗
室
諸
王
は
輝
国
の
租
税
を
食
む
存
在
に
過
ぎ
ず
、
し
か
も
転
封
が
く
り
か
え
さ
れ
て
お
り
、
前
代
と
比
較
し
て
優
遇
さ
れ
て
い
る
と
は

い
え
、
封
建
本
来
の
意
義
が
失
わ
れ
本
質
的
に
は
前
漢
以
来
の
方
針
の
枠
か
ら
出
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
西
晋
の
宗
室
諸
王
の
あ
り
か

た
の
重
大
な
特
質
で
以
前
の
歴
代
王
朝
と
大
き
く
異
な
る
の
は
、
宗
室
諸
王
が
必
ず
し
も
母
国
す
る
こ
と
な
く
、
中
央
の
官
僚
に
仕
官
す
る
こ

と
が
で
き
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
官
職
の
中
で
も
軍
事
に
関
わ
る
官
職
に
就
く
傾
向
が
顕
著
で
あ
る
。
そ
し
て
成
都
王
穎
の
場
合
に

兇
た
よ
う
に
、
ω
諸
（
将
軍
）
校
尉
・
②
都
督
（
出
鎮
）
・
③
三
公
（
入
輔
）
と
昇
進
す
る
例
が
多
く
、
八
王
の
乱
で
活
躍
す
る
宗
室
諸
王
も
、
第
一

表
か
ら
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
②
都
督
の
宗
室
諸
王
が
挙
兵
し
、
㈲
三
公
と
し
て
輔
政
す
る
宗
室
諸
王
が
討
伐
さ
れ
、
ま
た
ω
諸
（
将
軍
）
校
尉
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

宗
室
諸
王
も
抗
争
勃
発
に
お
い
て
両
陣
営
に
分
か
れ
て
参
加
す
る
、
こ
う
い
つ
た
状
況
が
よ
く
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
で
は
こ
う
し
た
特
徴
は
一
体
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
後
野
末
の
分
裂
状
況
か
ら
三
國
鼎
立
を
経
て
西
晋
王
朝
に
よ
る
統

一
へ
と
し
だ
い
に
秩
序
を
回
復
し
て
ゆ
く
過
程
に
お
い
て
、
そ
の
統
一
を
推
進
す
る
中
核
に
あ
っ
た
の
が
魏
晋
国
家
体
制
で
あ
り
、
そ
の
軍
事

96　（262）



西晋代宗室諸王の特質（福原）

的
側
面
を
形
成
し
て
い
た
の
が
後
幕
末
の
群
雄
曹
操
の
軍
隊
か
ら
発
展
し
た
禁
池
で
あ
る
。
川
勝
義
雄
氏
は
「
曹
操
軍
団
の
構
成
」
（
『
六
朝
貴

族
制
社
会
の
研
究
』
一
九
八
二
年
所
収
）
の
中
で
、
軍
閥
と
し
て
の
魚
群
の
掌
握
す
る
軍
団
が
、
曹
操
自
身
の
武
力
集
膝
を
中
核
に
、
ω
招
募
・
徴

発
さ
れ
た
武
力
集
団
、
②
自
発
的
に
帰
順
し
た
武
力
集
団
、
③
投
降
し
再
編
さ
れ
た
武
力
集
団
か
ら
成
っ
て
お
り
、
こ
の
軍
団
が
魏
晋
国
家
の

禁
軍
の
原
型
で
あ
っ
た
と
分
析
し
て
お
ら
れ
る
。
魏
晋
国
家
に
お
い
て
さ
ら
に
旧
蜀
・
旧
呉
の
軍
隊
を
解
体
し
、
そ
の
一
部
を
吸
収
し
て
ゆ
く

墨
黒
は
洛
陽
あ
る
い
は
郷
な
ど
に
軍
営
ご
と
に
宿
衛
・
駐
屯
し
て
お
り
、
　
「
三
十
六
軍
」
と
総
称
さ
れ
た
。
こ
の
叢
薄
こ
そ
が
魏
晋
国
家
の
軍

事
面
に
お
け
る
統
一
へ
の
志
向
の
象
微
で
あ
り
、
実
際
に
推
進
・
維
持
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
禁
軍
を
中
央
に
お
い
て
一
営
ご
と
に
分

掌
し
た
の
が
諸
将
軍
・
校
尉
で
あ
り
、
ま
た
地
方
に
お
け
る
軍
事
行
動
の
際
に
諸
将
軍
・
校
尉
を
皇
帝
の
代
理
と
し
て
督
書
す
る
の
が
本
来
の

都
督
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
都
督
を
兼
ね
て
の
出
鎮
は
中
央
か
ら
地
方
へ
の
臨
時
の
派
遣
の
常
駐
化
で
あ
る
。
西
晋
に
お
け
る
こ
う
し
た
重
責
を

担
う
武
官
に
多
く
宗
室
諸
王
を
任
命
す
る
制
度
は
、
禁
軍
の
、
形
成
過
程
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、
司
馬
氏
　
族
の
血
縁
に
よ
る
紐
帯
に
よ
り
、

た
え
ず
バ
ラ
バ
ラ
に
分
離
す
る
傾
向
を
内
包
す
る
禁
軍
を
た
ば
ね
よ
う
と
す
る
意
図
の
表
れ
で
あ
り
、
そ
の
典
型
が
宗
室
諸
王
の
娼
鎮
体
制
で

あ
る
。

　
以
上
の
論
述
に
よ
り
わ
か
る
よ
う
に
西
晋
に
お
け
る
宗
室
の
優
遇
携
置
は
、
楽
長
儒
艮
が
い
わ
れ
る
司
馬
氏
一
族
の
他
の
貴
族
に
対
す
る
優

位
性
の
保
持
、
つ
ま
り
帝
位
を
寡
奪
さ
れ
な
い
が
た
め
と
い
う
私
的
な
面
よ
り
も
、
む
し
ろ
第
一
義
的
に
宗
室
諾
王
が
掌
握
す
る
禁
軍
が
支
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

る
国
家
体
制
、
さ
ら
に
は
そ
れ
が
果
し
て
い
る
秩
序
の
維
持
と
い
う
公
的
な
役
割
を
担
う
が
た
め
で
あ
っ
た
。
西
晋
の
宗
室
諸
王
は
地
方
へ
の

出
鎮
が
代
表
す
る
よ
う
に
、
一
官
僚
と
し
て
軍
事
力
を
掌
握
す
る
の
で
あ
る
が
、
皮
肉
に
も
逆
に
国
家
体
制
の
内
か
ら
の
瓦
解
の
張
本
人
と
な

る
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
よ
り
悲
劇
的
で
あ
る
。

①
成
都
王
穎
の
略
歴
は
お
も
に
『
副
書
』
巻
四
、
恵
帝
紀
お
よ
び
巻
五
九
、
成
都

　
偏
移
伝
に
よ
り
作
製
し
た
。
ほ
か
に
成
都
王
穎
と
関
係
が
深
い
人
物
の
列
伝
お
よ

　
び
『
資
治
通
鑑
』
晋
紀
の
該
当
の
粂
な
ど
を
参
照
し
た
。
な
お
成
都
王
穎
の
妃
は
、

清
談
の
名
手
で
「
名
教
の
中
に
自
ら
楽
地
有
り
」
の
こ
と
ば
で
有
名
な
楽
広
の
女

　
で
あ
る
。
　
『
世
談
新
語
』
書
羅
臼
、
　
『
晋
書
』
巻
四
竺
、
楽
広
伝
。

②
　
太
康
十
年
に
他
の
武
事
の
皇
子
、
長
沙
王
叉
・
呉
王
曇
ら
と
と
も
に
始
封
さ
れ

　
た
（
食
邑
十
万
戸
）
。
『
晋
書
』
巻
三
、
武
帝
紀
、
太
康
十
年
十
一
月
曜
申
の
条
お

　
よ
び
巻
五
九
、
成
都
王
頴
債
。
な
お
封
目
で
あ
る
成
都
郡
（
成
都
国
）
に
つ
い
て
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は
、
『
宋
書
』
巻
三
八
、
州
郡
志
、
益
州
、
　
「
…
…
蜀
郡
太
守
、
秦
立
。
晋
武
帝

　
太
康
中
、
改
日
成
都
國
、
後
復
旧
」
、
『
皿
畠
口
』
巻
一
五
、
地
理
志
下
、
響
応
、
「
…

　
…
時
（
太
安
二
年
三
〇
三
）
蜀
乱
、
又
割
南
郡
之
棄
容
・
州
陵
・
監
利
三
県
、
溺

立
三
都
、
合
各
県
置
成
都
郡
、
為
成
都
王
穎
国
、
居
華
三
園
扁
と
あ
る
。
こ
の
よ

　
う
に
成
都
王
穎
の
封
国
で
あ
る
成
都
国
は
最
初
に
現
在
の
西
川
省
に
置
か
れ
、
の

　
ち
に
永
嘉
の
乱
の
さ
き
が
け
を
な
す
李
特
の
反
乱
の
結
果
、
湖
北
省
に
移
っ
て
い

　
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
成
都
王
穎
自
身
が
封
国
に
赴
い
た
形
迩
は
な
く
、
お
そ
ら
く

　
洛
陽
や
鰹
で
現
地
に
い
る
内
子
よ
り
租
の
三
分
の
一
を
受
け
と
っ
て
い
た
の
で
あ

　
ろ
う
。
な
お
成
都
王
穎
の
場
合
、
該
当
し
な
い
が
、
西
廻
で
は
宗
蜜
諸
王
の
出
鋏

　
の
地
と
封
国
を
近
接
せ
し
め
る
施
策
が
し
ば
し
ば
行
な
わ
れ
て
い
る
。
　
「
は
じ
め

　
に
」
注
②
に
挙
げ
た
越
智
重
明
疑
の
論
文
参
照
。

⑧
　
郷
は
六
朝
時
代
の
代
表
的
都
市
で
あ
り
、
西
府
に
つ
づ
く
五
胡
十
六
国
蒔
代
に

　
は
後
趙
・
前
燕
の
、
北
朝
で
は
東
魏
・
北
斉
の
都
で
あ
っ
た
。
鄭
の
様
子
に
つ
い

　
て
は
左
思
「
魏
都
賦
」
（
『
文
選
』
巻
六
、
賦
、
京
都
所
収
）
、
邸
道
元
『
水
経
注
』

　
巻
一
〇
、
濁
潭
水
、
隆
翻
『
凝
鮒
記
』
な
ど
、
沿
革
に
つ
い
て
は
宮
川
尚
志
「
六

　
朝
時
代
の
都
市
」
郵
（
『
六
朝
史
研
究
』
政
治
・
社
会
篇
、
　
一
九
六
四
年
所
収
）

　
参
照
。
万
斯
圃
な
ら
び
に
呉
廷
墜
の
「
普
方
鎮
年
表
」
（
『
二
十
五
史
補
編
』
第
三

　
冊
所
収
）
に
は
郵
に
出
潔
し
た
人
物
の
名
が
列
挙
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
る
と

　
麗
麗
の
景
元
二
年
（
二
六
一
）
以
来
司
馬
氏
一
族
が
独
占
し
て
お
り
、
し
か
も
『
太

　
平
御
覧
』
巻
二
四
一
、
職
官
部
、
北
中
部
将
所
引
の
『
晋
起
居
注
』
に
「
武
帝
太

　
（
泰
）
始
二
年
詔
、
中
城
国
事
、
宜
速
有
人
、
又
当
得
親
親
有
文
武
器
任
者
。
高

　
陽
王
胤
、
今
来
之
国
、
難
当
出
嫌
蕃
輔
、
以
才
幹
寮
亦
古
之
制
也
。
其
以
珪
為
督

　
郷
城
守
事
・
北
中
郎
将
」
、
『
誓
書
』
巻
三
八
、
瑛
尊
王
仙
伝
に
「
…
…
正
始
初
、

封
南
安
守
山
。
早
有
才
望
、
釈
家
為
寧
朔
将
軍
・
監
守
郷
域
、
有
緩
懐
之
称
」
と

　
あ
り
、
「
族
の
中
で
も
司
馬
熱
・
昭
・
炎
に
近
く
、
な
お
か
つ
才
望
あ
る
者
に
限

　
定
さ
れ
て
い
た
。
ち
な
み
に
成
都
王
穎
は
元
康
九
年
疋
月
に
前
任
の
河
川
王
顕
が

　
平
西
将
軍
と
な
り
長
安
に
転
じ
た
の
に
と
も
な
い
洛
陽
か
ら
出
耕
し
て
い
る
。
ま

　
た
成
都
王
穎
の
後
任
に
予
三
王
熾
（
の
ち
の
懐
帝
）
・
南
陽
王
模
・
鞄
陽
山
稼
。
丁

　
紹
・
新
察
王
覇
・
和
郁
ら
が
い
る
。
な
お
山
濤
が
出
国
し
た
の
は
司
馬
琉
と
同
郡

　
出
身
の
姻
戚
で
、
し
か
も
開
燭
の
功
綴
で
郷
と
関
係
が
深
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う

　
か
（
『
齋
謎
』
巻
四
三
、
由
濤
伝
）
。
小
尾
孟
央
「
普
代
に
お
け
る
綴
紐
号
と
都
督
」

　
（
『
粟
洋
史
研
究
』
三
七
－
三
、
一
九
七
入
年
所
収
）
一
〇
　
－
二
頁
、
唐
長
揺
氏

　
の
前
掲
論
文
一
二
九
頁
参
照
。

④
　
西
晋
の
武
鑑
の
叔
父
扶
風
王
国
の
場
合
。
将
軍
号
の
み
に
注
目
す
る
と
、
扶
風

　
王
事
は
平
心
将
軍
の
あ
と
安
東
将
軍
、
安
東
大
将
軍
と
進
め
て
鎮
西
大
将
軍
に
い

　
た
り
、
そ
の
後
略
西
大
将
軍
、
騨
騎
将
軍
に
進
め
て
い
る
。
　
『
藩
書
』
巻
三
八
、

扶
四
王
駿
伝
。

⑤
　
さ
ら
に
管
轄
地
域
に
よ
っ
て
は
護
烏
丸
校
尉
（
幽
州
）
・
護
莞
校
尉
（
涼
州
）
・

　
（
護
）
西
戎
校
尉
（
雍
州
）
・
（
護
）
南
蛮
校
尉
（
荊
州
）
な
ど
諸
校
尉
（
四
品
）

　
を
兼
領
し
た
。
こ
れ
ら
諸
校
尉
は
、
民
政
長
官
で
あ
る
州
鯛
史
に
移
管
で
き
な
い

　
妾
該
州
に
居
住
す
る
堅
靱
族
の
監
視
な
ど
の
職
務
を
も
つ
、
い
わ
ば
軍
政
長
官
で

　
あ
り
、
一
軍
営
を
も
っ
て
い
た
（
『
宋
書
』
巻
四
〇
、
百
官
志
下
、
『
晋
堂
口
』
巻
工

　
四
、
職
宮
志
、
『
通
典
』
巻
三
四
、
職
官
典
、
武
散
官
、
諸
校
尉
）
。
な
お
州
刺
史

　
に
つ
い
て
は
、
八
王
の
乱
以
前
に
も
出
鎮
し
て
い
る
州
の
剃
史
を
領
す
る
場
合
も

　
あ
っ
た
が
慣
例
化
し
て
お
ら
ず
、
八
王
の
乱
・
永
嘉
の
乱
を
経
て
、
し
だ
い
に
州

　
刺
史
を
兼
ね
る
の
が
講
度
化
す
る
。
唐
国
孫
「
魏
管
州
郡
兵
的
設
置
和
廃
罷
扁
。

⑥
葱
魏
か
ら
西
晋
に
か
け
て
の
出
職
に
つ
い
て
は
「
は
じ
め
に
」
注
②
で
挙
げ
た

　
諸
論
考
の
ほ
か
に
何
蘇
全
「
魏
晋
的
中
軍
」
（
『
国
立
中
央
研
究
院
歴
史
磁
聖
藁
研
究

　
所
集
刊
』
一
七
、
一
九
四
八
年
手
原
載
、
『
読
史
集
』
一
九
八
二
年
に
収
録
）
、
浜
口

　
重
飼
「
魏
晋
南
朝
の
丘
柵
戸
制
度
の
研
究
」
（
『
秦
一
階
鷹
史
の
研
究
』
上
、
一
九
六
六

　
年
所
奴
）
、
越
智
重
明
「
普
代
の
都
督
」
（
『
東
方
学
』
一
五
、
一
九
五
七
年
所
収
）

　
・
「
魏
習
時
代
の
四
征
将
軍
と
都
督
」
（
『
史
観
』
＝
一
七
、
　
…
九
八
○
年
所
紋
）
、

　
宮
川
尚
志
「
黄
巾
の
説
よ
り
永
留
茄
の
乱
へ
扁
（
『
六
朝
史
研
究
』
政
治
．
社
会
篇
所

　
収
）
、
厳
耕
望
『
中
團
地
方
得
政
調
度
史
』
上
篇
鱒
、
魏
晋
南
朝
地
方
行
政
制
度
、
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都
督
与
刺
史
（
一
九
六
　
二
年
）
、
　
小
尾
孟
夫
　
「
愚
輩
に
お
け
る
『
四
征
』
将
軍
鵡

　
（
『
広
島
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
第
二
部
一
一
六
、
一
九
七
八
年
所
収
Y
「
晋
代
に

　
お
け
る
将
軍
碧
と
都
督
」
（
『
東
洋
史
研
究
』
三
七
－
三
、
一
九
七
八
年
所
収
）
、

　
谷
川
道
雄
「
東
ア
ジ
ア
世
界
形
成
期
の
史
的
構
造
、
一
冊
封
体
籍
を
中
心
と
し

　
て
一
」
　
（
唐
代
史
研
究
会
編
『
階
唐
帝
畷
と
東
ア
ジ
ア
世
界
』
一
九
七
九
年
所

収
）
、
藩
長
濡
「
魏
晋
州
郡
兵
的
設
置
和
廃
罷
」
（
『
魏
習
南
北
朝
史
論
拾
遺
』
所

　
収
）
な
ど
参
照
。

⑦
征
北
大
将
軍
か
ら
進
位
し
て
最
高
の
将
軍
号
で
方
面
を
示
さ
な
い
騨
騎
将
軍
・

　
車
騎
将
軍
・
衛
将
軍
（
二
晶
）
を
帯
び
る
例
も
多
く
（
注
④
参
照
）
、
ま
た
さ
ら
に

　
大
将
軍
・
大
司
馬
・
四
二
な
ど
、
本
来
武
宮
系
統
の
三
公
（
署
隣
）
あ
る
い
は
三
公

　
格
に
進
位
す
る
場
合
も
あ
る
（
成
都
世
説
は
征
北
大
将
軍
か
ら
大
将
軍
、
さ
ら
に

　
丞
絹
に
な
っ
て
い
る
）
。
な
お
平
北
将
軍
と
同
格
ら
し
い
灘
北
将
軍
も
あ
る
。
翼

　
州
（
郵
）
・
雪
害
・
井
州
が
と
も
に
某
北
将
軍
を
帯
び
る
た
め
に
将
軍
号
が
重
複
す

　
る
の
を
避
け
る
た
め
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
雑
号
将
軍
を
帯
び
る
例
も
若
干
あ
る
。

⑧
　
郷
に
出
鎮
す
る
場
合
の
み
都
督
某
州
諸
軍
蕃
と
珍
名
を
称
さ
ず
に
「
郷
誠
守
」

　
と
称
す
る
の
は
瞥
操
以
来
重
兵
が
駐
屯
し
て
い
た
特
別
の
地
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ

　
ろ
う
か
。

⑨
『
宋
雷
』
巻
三
九
、
百
官
志
上
、
持
節
都
督
に
「
…
…
晋
桜
鯛
都
督
諸
軍
為
上
、

　
北
諸
軍
次
之
、
督
諸
軍
為
下
。
使
持
節
減
上
、
持
節
次
之
、
仮
節
墜
下
。
使
持
節

　
得
殺
二
千
石
以
下
、
持
節
殺
無
官
当
人
、
若
軍
事
得
与
使
持
節
岡
、
亀
節
唯
軍
事

　
得
殺
犯
軍
令
者
。
…
…
陣
触
鋏
灘
専
裁
「
節
将
、
非
人
臣
常
器
突
』
と
あ
る
。
こ
れ

　
ら
の
分
析
は
小
尾
孟
夫
氏
の
前
掲
論
文
に
詳
し
い
。

⑩
　

『
通
典
』
巻
二
八
、
職
宮
典
、
武
官
上
、
将
軍
総
叙
に
「
…
…
四
征
興
於
漢
代
、

　
四
安
起
於
魏
初
、
三
等
通
於
柔
遠
（
画
策
西
爾
並
後
漢
宋
有
之
、
鎮
北
開
麗
）
、
四

　
平
止
於
喪
乱
（
魏
置
と
と
あ
る
。
『
宋
書
』
巻
三
九
、
百
官
二
上
、
四
征
将
軍
以

　
下
、
『
逓
典
』
巻
二
九
、
職
官
典
、
武
官
下
、
四
則
将
軍
以
下
参
照
。

⑪
『
宋
書
』
巻
三
九
、
百
官
二
上
、
持
節
都
督
に
「
持
節
都
督
、
無
定
員
。
前
漢

　
遣
使
、
始
雪
持
節
。
光
武
建
武
初
、
征
伐
四
方
、
始
権
時
置
督
軍
御
史
、
事
覧
罷
。

　
建
安
中
、
魏
武
帝
為
糖
、
始
遣
大
将
軍
二
軍
。
一
一
十
～
年
、
征
孫
権
還
、
夏
侯
擦

　
督
二
十
六
軍
是
也
。
血
止
膏
累
計
二
年
忌
書
置
都
督
諸
州
軍
箏
、
或
領
刺
史
。
三

　
年
、
上
軍
大
将
軍
瞥
真
都
督
中
外
諸
軍
事
・
仮
黄
鐡
、
則
総
統
外
塀
諸
軍
夷
。
…

　
…
」
と
あ
る
。
平
凡
社
『
ア
ジ
ア
歴
史
事
典
』
の
「
仮
黛
」
の
項
目
（
宮
崎
市
定

　
氏
執
筆
）
参
照
。

＠
　
注
⑨
参
照
。

⑬
小
尾
孟
夫
「
曹
魏
に
お
け
る
『
賊
塁
』
将
軍
」
＝
三
－
四
頁
、
唐
長
濡
「
西

　
甑
日
傘
制
封
与
脚
爪
王
山
山
鶴
軌
」
　
｝
二
六
－
八
蕎
ハ
。

⑭
　
小
尾
孟
夫
「
瞥
魏
に
お
け
る
『
四
半
』
将
軍
」
一
一
八
…
一
二
頁
。

⑬
嘉
平
三
年
（
二
五
一
）
、
寿
春
の
王
凌
（
当
時
太
尉
）
の
楚
薫
彪
擁
立
の
陰
謀
が

　
発
覚
、
司
馬
鎌
が
収
拾
す
る
。
正
元
二
年
（
二
五
五
）
、
鎮
束
将
軍
・
都
督
揚
州

　
諸
軍
事
の
紐
悶
絶
は
揚
州
刺
史
の
文
選
と
共
謀
し
挙
兵
す
る
も
司
馬
師
の
軍
に
敗

　
北
す
る
。
甘
露
二
年
掛
二
五
七
）
、
征
東
大
将
軍
・
都
瞥
揚
州
羅
…
軍
事
の
諸
葛
へ
誕
は

　
呉
の
来
援
を
う
け
て
反
乱
を
起
こ
す
も
司
馬
昭
に
征
討
さ
れ
た
。
な
お
成
熈
元
年

　
（
工
六
四
）
に
は
蜀
平
定
直
後
、
里
勝
将
軍
・
都
督
関
頭
諸
軍
事
の
鍾
会
が
現
地

　
に
お
い
て
反
乱
を
起
こ
す
も
す
ぐ
に
鎮
圧
さ
れ
て
い
る
。
　
『
三
国
志
』
巻
二
八
魏

　
書
の
各
列
伝
参
照
。

⑯
司
馬
儲
は
太
和
五
年
（
壬
三
）
、
大
将
軍
・
都
督
雍
涼
二
州
墨
描
窮
と
し
て
長

　
安
に
繊
鎮
、
以
後
景
初
二
年
（
二
三
八
）
ま
で
七
年
間
留
任
す
る
（
途
・
甲
太
尉
に

　
薫
習
）
。
喝
常
澄
口
』
巻
一
、
宣
帝
紀
。
ま
た
そ
の
問
の
経
緯
に
つ
い
て
は
岡
崎
文
夫

　
『
魏
晋
南
北
朝
通
史
』
内
篇
、
銘
一
章
第
九
節
「
魏
室
衰
へ
司
馬
氏
興
る
」
な
ど

参
照
。

⑭
艇
長
孫
「
西
晋
分
封
与
宗
廟
出
鎮
」
　
二
九
一
三
三
頁
参
照
。

⑱
団
長
孫
「
黒
鼠
州
郡
兵
的
設
置
和
廃
罷
」
一
四
四
－
九
頁
。

⑲
　
こ
れ
ら
の
都
市
に
出
国
し
た
宗
室
諸
王
の
顔
ぶ
れ
を
見
る
と
わ
か
る
が
、
『
晋

　
欝
』
巻
五
九
、
河
間
王
騒
伝
に
「
〔
元
康
〕
九
年
、
〔
河
管
楽
願
〕
代
目
王
彫
為
平
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酉
将
軍
鎮
関
中
。
石
蟹
之
制
、
非
親
親
不
得
都
督
関
中
、
顕
於
諸
王
為
疎
、
特
以

　
贅
挙
」
と
あ
り
、
か
つ
て
司
馬
熱
が
禺
輸
し
て
い
た
長
安
の
場
合
は
、
宗
廟
の
中

　
に
あ
る
「
宗
柘
」
と
よ
ば
れ
た
石
園
の
中
に
お
さ
め
ら
れ
た
編
曲
に
よ
り
、
宗
室

　
の
巾
で
も
と
く
に
皇
帝
と
血
の
つ
な
が
り
の
濃
い
人
物
の
み
が
任
命
さ
れ
る
こ
と

　
に
な
っ
て
い
た
。

⑳
宮
崎
帯
定
『
九
品
官
人
法
の
研
究
』
本
論
、
一
七
〇
一
二
貝
。

⑳
　
稲
葉
一
郎
「
呉
楚
七
国
の
乱
に
つ
い
て
」
に
依
拠
し
た
。

＠
　
　
『
後
漢
書
』
列
伝
巻
四
、
宗
室
四
王
三
侯
列
伝
、
同
巻
三
二
、
光
武
十
王
列
伝
、

　
隅
巻
四
〇
、
孝
明
八
王
列
伝
、
岡
巻
四
五
、
章
帝
八
王
伝
参
照
。

⑬
　
　
『
三
国
志
』
工
面
〇
魏
書
、
武
文
世
王
公
伝
に
「
評
日
、
魏
氏
王
公
、
既
徒
有

　
国
土
之
名
、
面
無
社
櫻
之
実
、
又
禁
防
壁
編
、
同
於
囹
圏
、
位
弩
靡
定
、
大
小
歳

　
易
、
骨
肉
之
恩
讐
、
常
搬
之
義
廃
、
為
法
之
弊
、
一
至
子
此
乎
」
と
あ
り
、
そ
の

　
襲
松
之
注
所
引
の
震
準
『
裳
子
』
に
「
不
興
、
承
大
乱
之
後
、
民
人
損
減
、
不
可

　
刷
以
古
始
。
於
是
封
建
侯
王
、
皆
無
帯
地
、
空
名
而
無
其
笑
。
王
国
使
丁
老
兵
百

　
余
人
、
以
衛
其
国
。
雛
有
王
侯
字
号
、
而
黒
虫
為
匹
夫
。
県
隔
千
里
室
外
、
無
朝

　
聰
之
儀
、
郵
国
無
会
同
之
制
。
諸
侯
豊
猟
不
得
過
三
十
里
、
又
豊
田
防
輔
・
監
国

　
之
官
以
伺
察
之
。
王
侯
皆
思
為
市
衣
而
不
能
得
。
既
違
宗
国
藩
屏
之
義
、
又
蘭
親

　
戚
骨
肉
之
恩
」
と
あ
る
。
越
智
重
明
『
魏
暫
南
朝
の
政
治
と
社
会
』
第
一
篇
第
六

　
章
「
封
建
制
」
参
照
。
具
体
例
と
し
て
警
操
の
子
で
、
文
帝
藥
の
弟
で
あ
る
蕾
植

　
を
と
り
あ
げ
る
と
、
　
「
植
毎
欲
求
別
見
惑
談
、
論
及
時
政
、
幸
翼
試
用
、
終
不
能

　
得
。
既
還
、
帳
然
絶
望
。
時
法
偶
、
待
藩
闘
既
自
峻
迫
、
寮
属
皆
質
田
下
才
、
兵

　
人
給
其
残
老
、
大
数
四
過
二
百
人
。
又
植
以
前
過
、
事
事
復
習
半
、
十
一
年
中
而

　
三
徒
都
、
常
汲
汲
無
歓
、
遂
発
疾
麗
、
時
年
四
十
一
」
（
『
三
顯
志
』
巻
一
九
慰
書
、

　
学
説
王
植
伝
）
と
、
漢
魏
革
命
以
後
は
自
己
の
才
能
を
発
揮
し
志
を
遂
げ
る
べ
き

　
仕
官
の
道
は
閉
ざ
さ
れ
、
ま
た
亡
く
な
る
ま
で
の
十
三
年
閥
に
臨
鰻
登
．
安
郷
侯

　
・
色
争
侯
（
の
ち
王
Y
雍
綴
蓋
・
淡
雪
蓋
・
雍
覇
王
・
東
藩
王
・
陳
王
と
転
封
さ

　
れ
、
し
か
も
そ
の
封
国
で
は
親
し
い
友
人
の
み
な
ら
ず
兄
弟
と
も
交
際
を
禁
止
さ

　
れ
、
な
お
か
つ
監
國
謁
者
ら
目
付
役
の
監
視
下
で
汲
汲
と
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら

　
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
吉
川
幸
次
郎
「
三
国
志
実
録
偏
（
『
全
集
』
第
七
巻
所
収
）
、

　
伊
藤
正
文
陶
曹
植
』
（
『
中
国
詩
人
選
集
』
第
三
巻
）
参
照
。
な
お
防
輔
・
監
国
謁

　
老
に
つ
い
て
は
『
資
治
通
鑑
』
巻
六
九
、
魏
紀
黄
初
ニ
ニ
年
四
廻
戊
申
の
条
の
胡
三

　
省
注
、
ま
た
越
智
重
明
氏
の
前
掲
論
文
一
圏
七
i
八
頁
参
照
。

⑳
　
越
智
重
明
『
糊
置
南
朝
の
政
治
と
社
会
』
第
二
篇
「
晋
の
政
治
と
社
会
」
第
四

　
章
「
五
等
爵
制
」
、
ま
た
宮
崎
市
定
『
九
品
宮
人
法
の
研
究
』
一
四
…
五
お
よ
び

　
一
七
　
頁
参
照
。

⑳
　
釜
鳥
☆
』
巻
三
、
武
帝
紀
、
巻
二
四
、
職
官
志
、
巻
三
七
、
宗
室
伝
、
巻
三
八
、

　
宜
五
王
文
六
王
伝
、
巻
五
九
、
「
八
王
伝
」
、
巻
六
四
、
武
十
三
軸
元
四
王
伝
。
『
通

　
典
』
巻
三
一
、
職
官
典
、
歴
代
王
侯
封
爵
、
晋
の
項
に
ま
と
ま
っ
て
い
る
。
越
智

　
重
明
氏
の
四
晋
の
封
建
に
冒
す
る
一
連
の
論
考
、
　
「
西
晋
の
封
王
の
棚
」
（
凹
東
洋

　
学
報
』
四
二
i
一
、
一
九
五
九
年
）
、
『
魏
晋
南
朝
の
政
治
と
社
会
』
第
二
篇
第
四

　
章
「
五
等
爵
制
」
・
第
五
章
「
封
王
の
鱗
と
八
王
の
乱
」
、
『
魏
晋
南
朝
の
貴
族
制
』

　
第
三
章
第
七
節
「
西
晋
の
封
王
の
制
と
八
王
の
乱
」
、
あ
る
い
は
大
沢
陽
典
「
西

　
晋
政
治
史
の
二
二
瓢
の
問
題
」
（
『
立
命
館
文
学
』
世
一
七
一
・
一
二
七
二
合
併
号
、
　
一

　
九
七
六
年
）
参
照
。

⑯
　
成
都
王
穎
の
場
合
、
成
都
岡
に
赴
い
た
形
迩
が
な
い
。
注
②
参
照
。
転
封
の
例

　
と
し
て
は
た
と
え
ば
「
八
王
」
で
は
汝
南
王
亮
は
か
つ
て
扶
風
王
、
楚
王
緯
は
始

　
平
王
、
趙
単
帯
は
娘
邪
謀
、
河
覇
王
顯
は
太
原
王
で
あ
り
、
ま
た
長
沙
二
叉
は
一

　
平
常
山
王
に
疑
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
越
智
重
明
乗
ら
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
宗
壼

　
諸
王
の
都
督
の
配
置
が
え
に
と
も
な
う
場
合
が
多
い
。

⑳
第
一
階
参
照
。

⑱
　
　
『
皿
働
澄
尉
』
鵬
智
山
守
四
、
秦
喪
主
口
伝
に
「
：
：
：
黒
帯
難
燃
山
鳳
西
武
場
、
以
一
二
十
↓
ハ
耀
卑
丘
ハ

　
鱒
令
束
論
狡
之
、
東
一
省
便
撞
語
言
、
帝
異
之
、
諸
諸
子
中
尤
見
罷
愛
」
と
あ
る
。

　
申
よ
た
、
巻
五
九
、
牌
疋
｝
土
盛
押
伝
に
「
：
・
：
・
遂
勒
轟
小
幕
、
八
幡
山
魏
牛
刀
脚
コ
7
丁
山
ハ
照
門
、
手
A
¶

　
告
諸
軍
慰
、
…
…
」
と
あ
る
。
銭
儀
吉
「
補
鷺
兵
志
」
（
『
二
十
五
史
上
編
』
第
三
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冊
所
収
）
、
何
藪
全
「
魏
晋
的
中
軍
」
（
『
読
史
集
』
一
九
八
二
年
所
収
）
参
照
。

＠
　
当
時
に
お
け
る
皇
帝
と
の
親
疎
を
基
準
に
、
賢
の
要
素
も
加
味
し
て
配
置
し
、

　
ま
た
し
ば
し
ば
全
面
的
な
配
置
転
換
を
は
か
る
西
普
の
出
塁
体
制
は
、
封
建
さ
れ

　
た
宗
室
諸
王
の
子
孫
が
そ
の
封
地
を
世
襲
し
て
ゆ
く
封
建
体
制
と
は
性
格
を
異
に

　
し
、
そ
の
意
味
で
は
し
ば
し
ば
転
封
す
る
西
晋
の
封
建
も
理
解
で
き
る
。
そ
し
て

そ
の
時
点
に
お
け
る
…
，
宗
師
」
の
存
在
が
象
徴
す
る
宗
室
の
「
家
」
と
し
て
の
ま

と
ま
り
が
そ
の
ま
ま
国
家
体
制
の
根
幹
を
保
証
す
る
の
に
対
応
し
て
お
り
、
そ
こ

に
宗
室
と
し
て
の
河
内
の
司
馬
氏
一
族
の
血
蟹
族
と
し
て
の
側
甲
凹
が
あ
ら
わ
れ
て
お

ウ
、
そ
れ
が
他
の
時
代
に
お
け
る
宗
室
の
あ
り
か
た
と
異
な
る
最
大
の
点
で
は
な

い
か
。

第
二
章
　
宗
室
諸
王
と
士
大
夫
－
陸
機
・
陸
雲
諌
殺
事
件
i
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第
一
章
で
も
触
れ
た
よ
う
に
歴
代
王
朝
で
は
宗
室
諸
王
が
人
士
と
交
通
し
た
り
、
賓
客
を
養
っ
た
り
す
る
行
為
に
対
し
て
非
常
な
警
戒
心
を

懐
い
て
い
る
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
前
漢
の
呉
楚
七
国
の
乱
に
お
い
て
人
材
を
あ
つ
め
て
富
国
を
め
ざ
し
、
そ
れ
を
基
盤
に
朝
廷
に
は
む
か
っ
た

　
　
　
①

こ
と
な
ど
に
窺
え
る
帝
位
の
纂
奪
の
危
険
性
と
そ
れ
に
と
も
な
う
国
家
体
制
の
動
揺
を
考
え
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
西
晋
に
お
い
て
も
「
小
人
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

と
結
託
し
た
宗
室
諸
王
が
し
ば
し
ば
弾
劾
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
一
応
は
禁
止
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
西
晋
の
宗
室
諸
玉

は
官
職
に
就
く
こ
と
に
よ
り
、
実
質
的
に
は
そ
の
官
職
の
権
限
で
も
っ
て
自
己
の
配
下
に
士
大
夫
を
召
し
か
か
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
と
く
に

重
要
な
点
は
宗
室
諸
王
が
入
陰
欝
鎮
し
た
際
に
、
害
草
あ
る
い
は
雛
霰
を
開
き
、
そ
の
幕
下
に
士
大
夫
を
辟
召
し
幕
僚
と
し
て
召
し
か
か
え
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

種
の
君
臣
関
係
を
結
ぶ
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
西
晋
特
有
の
制
度
こ
そ
、
西
里
の
宗
室
諸
王
が
権
力
を
も
つ
に
い
た
っ
た
要
因
の
一
つ
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
問
題
の
も
つ
意
味
を
、
八
王
の
乱
の
際
に
成
都
王
穎
の
も
と
で
起
こ
っ
た
陸
機
・
陸
雲
訣
殺
事
件
を
素
材
に
も
う
少

し
詳
し
く
検
討
し
て
み
た
い
。
ま
ず
こ
の
事
件
の
概
要
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
る
。

　
こ
の
事
件
の
発
端
は
、
太
安
二
年
（
三
〇
三
）
八
月
、
洛
陽
で
恵
帝
を
擁
し
輔
政
の
任
に
あ
っ
た
膿
騎
将
軍
の
長
沙
王
叉
に
対
し
、
長
安
に
出

翻
し
て
い
た
太
尉
の
雪
間
王
顯
．
が
郷
に
発
す
る
大
将
軍
の
成
都
王
穎
を
誘
い
、
共
同
し
て
長
沙
王
叉
を
討
伐
せ
ん
こ
と
を
計
画
、
そ
し
て
河
閾

王
順
の
挙
兵
に
呼
応
し
た
成
都
王
穎
は
平
原
陰
陰
の
陸
機
に
仮
節
・
前
将
軍
・
前
鋒
都
督
を
仮
授
、
こ
こ
に
討
伐
軍
の
総
司
令
官
と
な
っ
た
陸

機
の
統
率
下
総
勢
二
十
余
万
人
の
成
都
王
穎
軍
が
洛
陽
め
ざ
し
て
進
発
し
た
こ
と
に
始
ま
る
（
第
一
表
、
畷
）
。
そ
の
後
土
間
王
瀕
・
成
都
王
穎
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連
合
軍
と
恵
帝
を
奉
ず
る
長
沙
肉
叉
軍
は
八
月
以
来
洛
陽
城
内
外
で
戦
闘
を
い
く
ど
と
な
く
続
け
て
い
た
が
、
そ
の
中
で
十
月
戊
申
の
建
春
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

で
の
戦
い
で
成
都
王
穎
軍
は
大
敗
を
喫
し
た
。
そ
し
て
こ
の
敗
北
を
き
っ
か
け
に
成
都
王
頴
側
で
陸
機
に
対
す
る
不
満
が
噴
出
、
郷
に
て
野
宮

の
孟
玖
が
成
都
黒
鍵
に
、
陸
機
の
長
沙
王
叉
へ
の
内
通
を
議
書
し
、
現
地
に
い
た
王
關
・
邨
昌
・
公
師
藩
ら
部
将
た
ち
も
陸
機
の
愚
心
を
証
言

し
た
た
め
、
激
怒
し
た
成
都
慨
歎
は
参
軍
の
王
彰
の
弁
護
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
地
に
い
る
黒
塗
将
軍
の
牽
秀
に
命
じ
機
中
に
て
陸
機
を
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

子
陸
蔚
・
陸
夏
と
と
も
に
誹
殺
さ
せ
、
あ
わ
せ
て
鄭
に
い
た
弟
の
陸
雲
・
陸
耽
お
よ
び
陸
機
の
司
馬
で
あ
っ
た
孫
抵
ら
も
獄
に
下
し
た
。
こ
の

成
都
王
穎
の
処
断
に
対
し
て
大
将
軍
府
の
僚
属
で
あ
っ
た
江
統
・
票
克
・
慶
樹
ら
は
、
陸
機
自
身
が
敗
戦
の
責
任
を
支
わ
れ
謙
数
さ
れ
た
の
は

番
然
の
処
置
か
も
し
れ
な
い
が
、
陸
機
の
反
逆
と
い
う
未
確
認
の
情
報
を
も
と
に
他
の
陸
氏
一
族
ま
で
を
も
族
記
す
る
の
は
さ
し
ひ
か
え
る
べ

き
だ
と
再
三
に
わ
た
り
上
階
し
、
さ
ら
に
は
蒙
克
を
先
頭
に
数
十
人
の
僚
属
が
成
都
王
穎
に
拝
謁
し
涕
涙
を
流
し
て
陸
雲
ら
の
助
命
を
嘆
願
し
、

国
学
に
い
た
っ
て
は
叩
頭
の
あ
ま
り
流
血
す
る
ほ
ど
の
懇
請
で
あ
っ
た
が
た
め
に
、
一
旦
は
心
を
動
か
さ
れ
た
成
都
王
穎
は
陸
雲
ら
を
赦
そ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

と
し
た
が
、
迷
っ
た
す
え
に
結
属
は
盧
志
や
孟
玖
ら
に
う
な
が
さ
れ
て
諌
殺
し
て
し
ま
っ
た
。

　
陸
機
な
ら
び
に
黒
雲
訣
殺
事
件
の
概
要
は
以
上
の
如
く
で
あ
る
が
、
後
日
陸
機
兄
弟
を
謀
殺
に
お
い
こ
ん
だ
張
本
人
で
あ
る
竃
官
の
孟
玖
に

対
す
る
非
難
の
輿
論
に
お
さ
れ
て
、
、
丞
相
府
の
従
事
中
郎
で
あ
っ
た
王
澄
が
七
言
の
私
讐
を
あ
ば
き
、
孟
玖
の
謙
殺
を
進
言
、
そ
の
結
果
、
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

都
王
穎
は
正
澄
の
雷
に
従
い
碍
管
を
諌
殺
し
て
い
る
。
ま
た
こ
う
し
た
成
都
王
穎
の
も
と
で
孟
玖
が
専
横
す
る
状
況
が
世
間
に
は
成
都
王
穎
の

私
権
化
の
あ
ら
わ
れ
と
映
り
、
そ
れ
が
ひ
い
て
は
こ
の
翌
年
の
東
海
王
越
の
挙
兵
を
招
き
（
畷
）
、
つ
い
に
は
東
海
王
越
に
呼
応
し
た
王
俊
・
新

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

蕉
王
騰
ら
の
攻
撃
の
前
に
郷
城
は
陥
落
す
る
に
い
た
る
（
K
）
。

　
こ
の
陸
機
兄
弟
の
悲
劇
の
背
景
に
は
、
成
都
王
穎
の
下
に
お
い
て
対
立
が
存
在
し
て
お
り
、
し
か
も
そ
れ
は
さ
ら
に
性
格
を
異
に
す
る
二
種

類
の
対
立
が
と
も
に
陸
機
を
め
ぐ
る
こ
と
に
よ
り
絡
み
あ
っ
て
い
た
と
い
う
状
況
が
浮
か
び
上
が
る
。
軍
府
内
に
お
け
る
僚
属
間
の
対
立
、
旧

呉
の
名
門
出
身
で
呉
平
定
後
新
た
に
西
晋
の
朝
廷
に
出
仕
し
、
そ
の
才
能
故
に
急
速
に
成
都
王
穎
の
儒
任
を
得
つ
つ
あ
っ
た
陸
機
と
、
彼
に
対

し
て
ね
た
み
を
も
つ
河
北
出
身
で
も
と
か
ら
西
晋
に
出
仕
し
て
お
り
、
自
身
郷
令
の
時
代
よ
り
成
都
王
穎
の
信
任
を
得
て
い
た
虞
志
の
場
合
に
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尖
鋭
化
さ
れ
る
対
立
で
あ
輸
・
も
う
；
篭
官
の
孟
玖
に
対
す
る
士
委
の
袋
と
し
て
の
騰
．
病
身
兄
弟
と
い
う
構
図
で
あ
る
・
呼
て
れ

は
た
と
え
ば
孟
玖
が
自
分
の
父
を
都
郷
令
に
任
用
さ
れ
ん
こ
と
を
成
都
王
穎
に
求
め
た
の
に
対
し
て
、
大
将
軍
府
右
司
馬
の
藤
里
が
反
対
し
た

こ
と
を
玉
茎
が
深
く
う
ら
ん
だ
と
か
、
陸
機
統
率
下
の
成
都
王
穎
軍
に
お
い
て
玉
織
の
弟
孟
超
が
陸
機
の
指
示
に
敢
え
て
そ
む
い
た
と
か
、
孟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

玖
が
孟
超
の
戦
死
を
陸
機
の
し
わ
ざ
と
思
い
込
ん
だ
と
い
う
記
事
に
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
事
象
の
陸
機
兄
弟
に
対
す
る
う
ら
み
が

陸
機
の
反
逆
と
い
う
識
言
を
生
み
、
つ
い
に
は
陸
機
・
陸
雲
兄
弟
が
謙
殺
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
成
都
王
穎
の
寵
倖
を
得
て
い
た
寛
官
孟

玖
と
そ
の
ま
わ
り
に
弟
の
孟
超
や
孟
玖
に
推
挙
さ
れ
て
成
都
心
耳
の
部
縛
と
な
っ
た
王
闇
・
都
昌
・
公
師
藩
ら
か
ら
成
る
グ
ル
ー
プ
が
存
在
し
、

孟
玖
は
成
都
王
穎
の
寵
倖
と
自
ら
扶
植
し
た
解
党
を
背
景
に
威
権
を
振
い
、
そ
れ
に
対
し
て
府
内
で
は
僚
属
と
な
っ
て
い
た
士
大
夫
が
批
判
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

加
え
、
ま
た
外
か
ら
は
成
都
王
穎
の
「
驕
奢
偏
と
し
て
輿
論
の
非
難
を
浴
び
る
結
果
を
も
た
ら
し
た
。
そ
し
て
府
内
に
お
け
る
成
都
王
穎
に
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
る
批
判
は
、
陸
雲
の
孟
玖
批
判
に
は
じ
ま
り
江
統
・
蒙

第
二
表
　
成
都
王
穎
の
軍
府
の
僚
属
と
そ
の
本
籍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
克
・
譲
嵩
ら
の
陸
雲
擁
護
・
王
澄
の
孟
玖
弾
劾
と
い
う
一

府
官
名

長
　
　
　
史

司
　
　
　
馬

従
慕
中
郎

二
曹
数

　
嶽

記
室
督

参
　
　
　
軍

（
官
　
　
属
）

姓

名
　
（
本
籍
）

ぶ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

弱
志
（
萢
二
八
）
・
月
球
（
榮
陽
開
封
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お

程
牧
（
広
平
曲
周
～
Y
和
演
（
汝
南
西
平
p
）
・
陸
雲
（
呉
郡
呉
県
）
・
王
混

お
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

顧
栄
（
呉
郡
呉
県
）
・
王
澄
（
娘
邪
臨
済
）
・
成
饗

　薬
王
（
陳
留
考
城
）

ぶ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

漆
器
（
汝
南
南
頓
）
・
杜
砒
（
蜀
郡
成
都
）
・
歩
熊
（
陽
平
発
干
）

稗
蒔
（
陳
緯
圏
県
）

み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

陸
機
（
呉
郡
呉
県
）
・
郡
続
（
魏
郡
上
陽
）
・
仁
恵
（
呉
郡
呉
県
）
・
玉
彰
・
崔

畷
劉
淵
（
新
興
郡
飼
奴
）
・
喬
智
明
（
鮮
卑
前
部
）

ホ礎
嵩
（
頴
川
長
社
）

貫
し
た
批
判
を
展
開
し
た
流
れ
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
り
、
そ
れ
を
に
な
っ
た
主
体
が
軍
記
の
僚
属
で
あ

っ
た
。
こ
の
グ
ル
ー
プ
が
ど
の
よ
う
な
人
物
か
ら
成
っ
て

い
た
の
か
検
討
し
た
い
。
ま
ず
成
都
王
穎
の
も
と
に
い
た

僚
属
を
『
読
書
』
の
列
伝
な
ど
を
参
考
に
し
て
ま
と
め
た

の
が
、
第
二
表
で
あ
る
。
な
お
便
宜
上
、
征
北
大
将
軍
府

・
大
将
軍
府
・
丞
相
府
の
各
軍
府
（
厳
密
に
言
う
な
ら
ば
丞

相
府
は
三
三
）
を
区
別
し
な
か
っ
た
。
な
お
表
に
お
い
て
＊

印
が
付
い
て
い
る
人
物
は
本
来
郷
に
出
上
し
て
い
た
都
督

103 （269）



が
管
轄
範
囲
と
し
て
想
定
し
得
る
翼
州
（
お
よ
び
司
州
の
一
部
で
あ
る
魏
郡
・
陽
平
郡
・
広
平
郡
・
頓
丘
郡
）
以
外
、
つ
ま
り
い
わ
ゆ
る
河
北
、
つ
ま

り
在
地
以
外
の
出
身
で
あ
る
と
は
っ
き
り
わ
か
る
人
物
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
宗
室
諸
王
が
藩
主
と
し
て
権
力
を
掌
握
し
た
基
盤
で
あ
る
軍
馬
を
構
成
す
る
長
史
・
司
馬
以
下
の
僚
属
、
つ
ま
り
府
下
は
本
来
制

度
上
は
そ
の
長
官
で
あ
る
四
征
将
軍
（
あ
る
い
は
三
公
）
と
同
じ
く
中
央
か
ら
任
命
さ
れ
る
べ
き
敷
任
官
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
八
王
の
乱
当
時
に

お
い
て
も
欄
度
と
し
て
府
営
で
あ
る
宗
室
諸
王
が
適
妾
な
人
物
を
上
奏
し
、
そ
れ
に
基
き
皇
帝
が
正
式
に
任
命
す
る
の
で
あ
り
、
決
し
て
院
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

が
応
召
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
こ
の
制
度
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
た
と
え
ば
趙
王
倫
が
自
分
の
腹
心
を
監
視
牽
制
の
た
め
に
成
都
耳
石
ら
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

下
に
参
佐
と
郡
太
守
と
し
て
送
り
こ
む
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
府
主
と
僚
属
の
関
係
は
、
そ
の
定
府
が
統
轄
す
る
郡
県
の
長
官

　
　
　
　
　
　
⑭

に
も
あ
て
は
ま
る
。
と
こ
ろ
が
実
際
に
は
府
主
に
裁
量
権
が
あ
り
、
自
分
の
都
合
に
よ
り
自
由
に
任
免
す
る
こ
と
が
で
き
、
実
質
的
に
は
僻
召

す
る
権
限
を
も
っ
て
い
る
の
と
同
じ
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
し
か
も
将
軍
職
が
中
央
官
で
あ
る
の
で
辟
召
す
る
人
物
の
出
身
を
州
刺
史
の
如
く
そ

の
管
内
に
限
る
こ
と
な
く
、
中
央
の
朝
廷
に
出
仕
し
て
い
る
人
々
を
も
含
め
て
広
く
全
国
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

宗
室
諸
王
は
開
府
す
る
こ
と
に
よ
り
、
軍
府
の
僚
属
お
よ
び
管
内
の
郡
県
の
長
官
の
任
免
権
を
掌
握
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
で
は
全
く
宗
室
諸

王
の
恣
意
に
よ
る
か
と
い
え
ば
そ
う
で
は
な
く
何
か
に
規
綱
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
規
制
す
る
も
の
が
士
大
夫
の
輿
論
で
あ
り
、
逆
に
言
う
な
ら

ば
輿
論
で
支
持
さ
れ
た
人
物
こ
そ
そ
の
軍
府
内
の
僚
属
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
債
主
と
僚
属
の
関
係
は
、
制
度
と
し
て
は
官
職
上
の

上
下
関
係
、
つ
ま
り
公
的
な
関
係
で
あ
る
が
、
実
質
的
に
は
府
主
の
任
命
に
よ
る
一
種
の
霜
臣
関
係
、
つ
ま
り
私
的
関
係
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が

こ
う
し
た
人
物
を
府
主
が
全
く
自
由
に
登
用
す
る
か
と
い
え
ば
そ
う
で
は
な
く
輿
論
の
規
制
を
う
け
て
い
る
。
こ
こ
に
「
公
」
が
「
私
」
、
「
私
」

が
「
公
」
と
い
う
き
わ
め
て
中
世
的
な
複
雑
な
様
相
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
あ
ま
り
に
も
輿
論
を
無
視
し
て
い
わ
ゆ
る
「
小
人
」
を
登
用

す
る
と
私
権
化
傾
向
の
あ
ら
わ
れ
と
し
て
輿
論
の
非
難
を
う
け
る
の
で
あ
る
。
逆
に
た
と
え
ば
三
王
忠
義
に
お
い
て
成
都
傾
聴
が
挙
兵
に
さ
き

だ
ち
軍
府
の
長
史
・
司
馬
を
改
選
し
、
橡
属
を
辟
召
し
た
の
は
、
当
時
郷
娯
集
令
で
あ
っ
た
駆
鳳
志
が
「
…
…
し
か
し
戦
争
は
こ
の
う
え
な
い
重

大
事
で
あ
り
、
聖
人
で
さ
え
も
慎
重
と
な
り
ま
す
。
で
す
か
ら
賢
才
を
旋
表
任
用
し
、
声
望
あ
る
人
物
を
収
撮
す
べ
き
で
あ
り
ま
し
ト
“
う
」
と
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⑮

い
う
進
言
に
基
い
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
輿
論
を
自
ら
に
引
き
付
け
る
手
段
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
前
之
に
お
い
て
、
斉
再

販
の
大
司
馬
府
で
の
府
主
と
僚
属
つ
ま
り
府
官
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
　
「
そ
も
そ
も
府
主
に
辟
召
さ
れ
て
幕
僚
と
な
っ
た
士
大
夫
は
、
府
主
が

自
ら
に
人
心
を
繋
ぎ
留
め
る
た
め
に
辟
召
し
た
人
物
、
す
な
わ
ち
輿
論
の
期
待
を
担
っ
て
い
る
人
物
で
あ
り
、
逆
に
言
う
な
ら
ば
、
輿
論
を
導

く
立
場
に
あ
る
人
物
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
幕
僚
の
磁
位
に
対
す
る
批
判
は
、
輿
論
の
具
体
的
な
代
弁
で
あ
る
偏
（
一
Ω
貝
）
と
い
う
こ
と
が
、
こ

の
成
都
王
穎
と
そ
の
僚
属
と
の
関
係
に
お
い
て
も
そ
の
ま
ま
あ
て
は
ま
る
。
こ
う
し
て
府
主
で
あ
る
宗
室
諸
王
は
辟
召
し
た
士
大
夫
（
す
な
わ
ち

貴
族
）
を
通
し
て
具
体
的
に
輿
論
と
結
び
つ
く
の
で
あ
る
。

　
い
ま
す
こ
し
府
主
と
府
官
と
の
関
係
を
検
討
し
た
い
。
表
二
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
成
都
王
穎
の
場
合
、
そ
の
府
官
の
本
籍
は
そ
の
管
轄
地
域

の
み
な
ら
ず
、
当
時
西
晋
が
領
有
し
て
い
た
全
域
に
わ
た
っ
て
お
り
、
そ
の
中
で
も
あ
る
も
の
は
後
漢
末
以
来
士
大
夫
の
淵
藪
と
よ
ば
れ
た
中

原
の
汝
南
・
頴
川
・
陳
留
な
ど
の
各
郡
を
本
籍
と
す
る
士
大
夫
で
あ
り
、
ま
た
他
の
地
域
で
も
破
邪
の
王
氏
出
身
の
王
澄
や
呉
郡
の
陸
氏
出
身

の
陸
機
な
ど
名
族
の
出
身
者
で
あ
る
。
た
と
え
ば
丞
相
府
記
室
督
の
江
統
は
「
徒
輩
論
」
を
著
し
た
こ
と
で
有
名
で
あ
る
が
、
彼
は
本
籍
は
陳

留
細
筆
県
で
、
祖
父
・
父
と
も
郡
太
守
で
お
わ
っ
て
お
り
、
ま
た
充
父
男
と
い
う
封
爵
を
つ
い
で
お
り
、
陳
留
郡
で
は
潮
通
と
並
び
称
さ
れ
、

「
鰻
然
稀
言
江
座
元
」
と
い
わ
れ
、
襲
爵
し
山
陰
県
の
県
令
で
も
っ
て
起
家
し
た
。
の
ち
に
京
官
・
東
宮
官
、
斉
王
問
の
参
軍
な
ど
を
歴
任
し

　
　
⑯

て
い
る
。
ま
た
丞
相
府
の
従
事
中
郎
で
あ
っ
た
松
栄
は
そ
れ
以
前
に
は
趙
王
倫
の
子
慶
の
大
将
軍
府
長
史
、
斉
王
問
の
大
司
馬
府
主
簿
、
長
沙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

王
又
の
馬
騎
将
軍
府
書
史
を
歴
任
、
そ
の
後
も
東
海
王
越
の
太
傅
府
軍
諮
祭
酒
、
瑛
郷
土
容
の
安
東
将
軍
府
軍
司
馬
（
軍
司
）
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
実
権
を
掌
握
し
て
い
た
宗
室
諸
王
の
府
下
を
転
々
と
移
り
な
が
ら
、
府
主
で
あ
る
宗
室
諸
王
の
浮
沈
と
は
関
わ
り
な
く
生
存
し
て

い
る
の
は
、
顧
栄
自
身
「
南
土
の
著
姓
」
と
し
て
輿
論
の
支
持
を
得
て
い
た
か
ら
で
あ
り
、
こ
こ
に
府
主
に
対
す
る
自
立
性
が
窺
え
る
の
で
あ

り
、
そ
の
関
係
は
南
北
朝
時
代
、
と
く
に
南
朝
に
お
け
る
皇
帝
と
貴
族
と
の
関
係
、
つ
ま
り
王
朝
交
替
に
も
か
か
わ
り
な
く
存
続
し
た
貴
族
の

あ
り
か
た
に
繋
が
る
。

　
こ
う
し
た
宗
室
諸
王
と
士
大
央
を
府
主
と
府
官
と
い
う
関
係
で
内
包
す
る
軍
府
（
あ
る
い
は
公
府
）
は
、
た
と
え
ば
銀
邪
王
岩
（
の
ち
の
東
晋
元
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⑲

帝
）
の
鎮
東
大
将
軍
府
が
東
面
政
権
の
母
胎
と
な
っ
た
よ
う
に
、
政
権
の
中
核
と
な
る
可
能
性
を
秘
め
た
存
在
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
現
政
権
に

と
っ
て
は
地
方
の
分
離
の
拠
点
と
も
な
り
得
る
存
在
で
も
あ
っ
た
。

　
単
玉
の
乱
に
お
い
て
何
故
に
宗
室
諸
王
が
そ
の
主
役
と
な
る
の
か
、
と
い
う
問
い
に
対
し
、
第
一
章
・
第
一
　
章
を
通
じ
て
、
西
晋
特
有
の
宗

室
諸
王
の
あ
り
か
た
、
と
く
に
出
塁
の
場
合
を
中
心
に
検
討
し
て
き
た
。
そ
こ
に
は
官
職
を
介
し
て
の
宗
室
諸
王
に
よ
る
軍
隊
の
掌
握
と
軍
府

に
お
け
る
士
大
夫
と
の
一
種
の
霜
臣
関
係
と
、
そ
の
二
つ
を
基
礎
に
し
た
一
種
独
立
的
な
権
力
基
盤
を
見
出
し
た
。
こ
う
し
た
宗
室
優
遇
策
は

魏
晋
国
家
体
制
が
そ
の
統
一
を
維
持
す
る
た
め
の
施
策
の
結
果
で
あ
っ
た
。
出
鎮
の
場
合
、
委
任
し
た
宗
室
諸
王
に
皇
帝
の
権
限
を
分
与
し
、

そ
れ
に
よ
り
地
方
の
遠
心
的
傾
向
を
防
止
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
で
は
こ
う
し
た
強
大
な
権
力
を
も
つ
宗
室
諸
王
が
何
故
に
挙
兵
に
踏
み

切
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
ま
た
何
故
に
そ
の
宗
室
諸
王
の
も
と
に
さ
ら
に
人
士
が
結
集
し
得
る
の
か
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
章
を
改
め
て

考
え
た
い
。

①
　
『
史
記
』
巻
一
〇
六
、
呉
王
溝
列
伝
、
　
「
会
孝
葱
・
高
盾
時
、
天
下
議
定
、
郡

　
蚕
繭
侯
各
務
自
附
循
其
斑
。
石
帯
本
章
郡
銅
山
、
溝
鋼
招
致
天
下
亡
命
者
盗
鋳
銭
、

　
貨
海
水
面
取
、
以
故
無
賦
、
国
用
富
饒
。
…
…
〔
羅
錨
〕
説
上
士
…
…
乃
益
驕
溢
、

　
即
山
鋳
銭
、
貨
海
水
為
塩
、
誘
天
下
亡
人
、
謀
作
乱
。
…
…
」
。
『
漢
霞
』
巻
三
五
、

　
呉
王
島
伝
。

②
前
稿
注
鋤
参
照
。
越
智
重
明
『
魏
晋
南
朝
の
政
治
と
社
会
』
第
一
篇
第
六
章
第

　
四
節
「
緊
張
と
賓
客
」
、
第
二
篇
第
四
章
第
七
節
「
封
建
制
と
（
上
級
）
士
人
」
な

　
ど
参
照
。

③
前
稿
…
○
頁
お
よ
び
注
⑳
参
照
。

④
こ
の
内
戦
に
つ
い
て
は
、
『
晋
書
』
巻
四
、
恵
帝
紀
、
太
安
二
年
の
条
、
巻
四

　
四
、
慮
欽
伝
、
慮
志
、
露
出
賜
、
陸
略
伝
、
巻
五
九
、
長
沙
王
又
．
成
都
王
穎
．

　
河
間
王
瀕
の
各
伝
、
巻
六
〇
、
張
方
伝
、
『
資
治
通
鑑
』
巻
八
五
、
晋
紀
、
太
安

　
二
年
ご
氷
興
元
年
の
条
な
ど
参
照
。
陸
機
は
仮
節
、
前
将
軍
、
論
鋒
都
督
（
成
都

　
王
冠
伝
、
　
『
資
治
通
鑑
』
太
安
二
年
の
条
）
と
し
て
、
北
中
郎
将
王
粋
・
冠
軍
将

　
牽
秀
・
中
義
軍
石
面
ら
諸
将
を
督
し
た
。
陸
機
伝
で
は
陸
機
の
肩
書
を
後
将
軍
、

　
河
北
大
都
督
と
す
る
。
な
お
戦
い
は
翌
年
正
月
に
内
応
し
た
東
海
王
越
ら
の
手
に

　
よ
っ
て
長
沙
王
叉
が
と
ら
え
ら
れ
て
終
結
し
た
（
『
資
治
通
鑑
』
永
興
元
年
の
条
）
。

⑤
お
も
に
『
晋
書
』
巻
五
四
、
陸
機
伝
お
よ
び
陸
雲
伝
に
よ
る
。
孟
玖
の
誕
…
　
＝
口
の

　
直
接
の
ひ
き
が
ね
は
小
都
督
と
し
て
従
軍
し
て
い
た
弟
孟
超
の
戦
死
に
あ
り
、
孟

　
玖
は
陸
機
が
孟
超
を
殺
害
し
た
も
の
と
思
い
込
み
、
陸
機
が
長
沙
王
叉
に
内
通
し

　
て
い
る
の
意
の
孟
超
の
書
信
を
証
拠
と
し
て
訴
え
た
。
な
お
雪
余
の
陸
機
・
陸
雲

　
兄
弟
に
対
す
る
宿
怨
の
み
な
ら
ず
、
ほ
か
に
亡
悶
の
呉
か
ら
入
朝
し
た
陸
機
兄
弟

　
が
成
都
王
穎
の
信
任
を
得
た
こ
と
に
対
す
る
、
と
く
に
盧
志
に
代
表
さ
れ
る
旧
来

　
の
士
大
夫
の
反
感
を
買
い
、
ま
た
こ
の
内
戦
の
際
に
は
陸
機
の
都
督
下
に
入
っ
た

　
王
粋
ら
有
力
部
将
の
反
掻
な
ど
が
絡
み
合
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
無
敵
は
個
人
的

　
な
怨
恨
か
ら
（
『
暴
説
新
語
』
方
正
篇
参
照
）
、
陸
氏
兄
弟
排
撃
の
急
先
鋒
と
な
り
、

　
孟
玖
と
行
動
を
と
も
に
し
て
い
る
。

⑥
『
皿
塁
獅
』
巻
五
四
、
陸
雲
伝
、
「
〔
陸
〕
機
之
敗
也
、
井
収
〔
陸
〕
雲
。
〔
成
都
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王
〕
穎
道
芝
江
統
・
二
級
兄
・
裏
官
等
上
疏
臼
、
：
…
・
穎
不
納
。
統
裁
重
請
、
穎
遅

　
廻
者
三
日
。
…
…
簾
克
入
至
此
前
、
叩
頭
流
血
、
日
、
雲
州
孟
玖
所
怨
、
遠
近
莫

　
虚
聞
、
今
夜
見
殺
、
罪
無
爵
験
、
将
令
雛
心
疑
惑
、
身
為
明
公
惜
之
。
僚
属
随
克

　
入
者
数
十
人
、
流
涕
固
請
、
穎
側
然
有
宥
三
色
。
孟
玖
扶
庫
入
、
催
薬
殺
雲
」
。

⑦
　
『
晋
書
』
巻
四
三
、
王
戎
伝
、
王
澄
、
　
「
少
歴
世
位
、
累
遷
成
都
王
穎
従
叢
中

　
郎
。
穎
嬰
諸
事
玖
譜
殺
陸
機
兄
弟
、
天
下
切
歯
。
澄
発
話
蔵
出
、
鳶
色
殺
玖
、
穎

　
乃
謙
之
、
士
庶
莫
不
称
善
」
。

⑧
前
稿
七
一
八
頁
、
（
顎
Y
（
K
）
。

⑨
　
注
⑤
参
照
。
　
『
謹
書
』
巻
五
四
、
陸
島
伝
、
　
「
群
盗
盧
志
於
衆
中
問
機
日
、
陸

　
遜
・
陸
抗
於
君
近
遠
。
機
日
、
如
君
於
盧
統
・
総
理
。
志
黙
然
。
…
…
〔
成
都
王
〕

　
穎
謂
二
日
、
若
功
善
事
定
、
薮
爵
為
郡
公
、
位
以
台
司
、
将
軍
勉
之
奨
。
機
日
、

　
昔
斉
笹
任
夷
吾
以
建
九
合
之
功
、
燕
恵
疑
楽
毅
以
失
垂
成
之
業
、
今
臼
雁
垂
、
在

　
公
不
在
機
也
。
霊
廟
長
史
盧
生
心
害
機
寵
、
言
於
隔
日
、
陸
機
自
比
管
・
楽
、
擬

　
君
闇
主
、
自
古
命
将
遣
師
、
未
有
幽
霊
其
君
而
可
以
済
事
立
山
。
穎
黙
然
」
。
陸

　
雲
伝
参
照
。

⑩
霊
曇
』
巻
五
四
、
陸
雲
伝
、
「
曾
〔
斉
王
〕
圏
謙
、
転
大
将
軍
右
司
馬
。
〔
成

　
都
王
〕
穎
晩
節
政
綱
、
隠
裏
以
正
言
杵
旨
。
孟
玖
欲
用
其
為
郡
邸
令
。
左
長
史
慮

　
志
穂
並
阿
意
従
之
。
而
雲
圃
執
不
許
、
日
、
此
県
皆
公
府
橡
資
、
量
有
黄
門
之
父

　
居
之
邪
。
玖
深
怠
怨
」
。
『
世
説
露
語
』
尤
悔
篇
注
所
謂
『
〔
陸
〕
機
別
伝
』
参
照
。

　
『
薄
書
』
巻
五
四
、
陸
機
伝
、
　
「
初
、
犠
磁
壁
工
臨
超
並
為
楽
所
饗
寵
。
超
領
万

　
人
為
小
都
督
、
未
戦
、
縦
兵
大
王
。
機
録
其
主
者
。
超
将
鉄
騎
酔
余
入
、
直
入
機

　
魔
下
奪
之
、
顧
謂
機
日
、
繊
雲
能
俘
督
不
。
機
司
馬
孫
捲
勧
機
甲
之
、
機
不
能
用
。

　
超
宣
言
於
衆
日
、
陸
諸
将
反
。
又
書
誌
与
玖
、
上
機
持
両
端
、
軍
不
速
決
。
及
戦
、

　
超
不
受
機
簸
度
、
軽
兵
独
進
而
没
。
玖
疑
機
殺
之
、
遂
譜
機
於
穎
、
言
其
有
異
志
。

　
…
…
」
。

⑪
　

『
異
書
』
巻
五
四
、
陸
機
俵
の
注
⑩
引
用
文
に
続
き
、
　
「
…
…
将
軍
王
關
・
郡

　
昌
・
公
師
藩
素
本
玖
所
用
、
与
牽
秀
三
共
謳
之
。
［
穎
大
藩
、
使
秀
密
醜
悪
鳳
。
公

　
師
藩
は
陽
平
郡
の
黒
身
で
成
都
出
題
の
垂
下
督
で
あ
っ
た
（
巻
～
二
七
、
二
軍
儀
、

　
南
陽
王
模
。
巻
…
〇
四
、
石
勒
載
記
上
）
。
な
お
牽
秀
も
「
又
荒
事
黄
門
孟
玖
、

　
故
見
親
於
穎
」
（
巻
六
〇
、
牽
秀
伝
）
と
、
孟
玖
に
近
づ
き
、
そ
の
っ
て
に
よ
り

　
成
都
滋
養
の
信
任
を
得
て
い
る
。
こ
の
議
官
・
部
将
グ
ル
ー
プ
と
も
い
う
べ
き
集

　
団
は
、
語
弊
を
恐
れ
ず
に
い
う
な
ら
ば
後
で
歴
て
く
る
士
大
夫
グ
ル
ー
プ
と
は
対

　
照
的
に
在
地
出
身
の
成
都
二
瀬
と
は
私
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
寒
門
憂
人
層
か
ら

　
な
り
、
成
都
王
穎
の
軍
麿
内
で
士
大
夫
グ
ル
ー
プ
と
対
立
し
、
そ
し
て
豊
漁
を
中

　
心
と
す
る
こ
の
グ
ル
ー
プ
の
拾
頭
が
輿
論
に
は
成
都
王
穎
の
私
権
化
と
映
っ
た
の

　
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
寒
門
寒
人
疲
の
進
出
は
他
の
宗
室
諸
王
の
華
府
・
軍
府
内

　
に
も
見
え
る
。
続
稿
と
く
に
笙
二
章
参
照
。

⑫
　
厳
耕
望
『
巾
圏
地
方
行
合
低
度
史
』
上
編
㊧
、
都
督
与
刺
史
、
一
二
一
…
四
頁

参
照
。

⑱
『
晋
書
』
巻
五
九
、
趙
王
倫
伝
、
「
時
斉
王
閻
・
河
間
王
顕
・
成
都
王
穎
並
擁

　
強
丘
ハ
、
各
拠
…
方
。
　
〔
孫
〕
秀
（
趙
王
倫
の
腹
心
）
知
問
等
必
有
異
図
、
無
目
親

　
党
及
倫
故
吏
為
三
王
参
佐
及
郡
守
」
。
な
お
「
参
佐
」
は
「
…
…
〔
王
〕
基
上
疏
固

　
譲
、
帰
功
参
佐
、
由
是
長
岡
・
司
馬
等
七
人
皆
侯
」
（
『
三
国
志
』
巻
二
七
魏
露
、

　
王
基
伝
）
・
「
綱
紀
、
潮
溜
慰
事
者
也
。
参
佐
、
諸
僚
属
也
」
（
『
資
治
門
鑑
』
巻
九

　
三
、
黒
幕
、
明
薄
墨
寧
二
年
七
月
目
条
「
有
詔
、
王
敦
綱
紀
除
名
、
参
佐
薬
鋼
」

　
の
胡
三
省
注
）
な
ど
の
用
例
が
あ
り
、
府
内
の
長
史
・
司
馬
．
主
簿
な
ど
「
綱
紀
」

　
を
も
含
む
広
義
と
「
綱
紀
」
を
除
い
た
「
僚
属
」
の
み
を
示
す
狭
義
が
あ
る
ら
し
い
。

⑭
『
音
盤
』
巻
五
四
、
陸
無
事
、
「
〔
成
都
王
〕
穎
以
〔
陸
〕
機
参
大
将
軍
軍
事
、

　
影
藤
平
原
内
史
」
、
陸
リ
マ
…
｛
伝
、
「
成
都
王
穎
表
為
濾
河
内
史
」
。
成
都
王
気
は
軍
府

　
の
僚
属
を
推
薦
し
、
管
轄
下
の
郡
太
守
・
五
内
史
・
県
令
に
任
用
さ
れ
ん
こ
と
を

　
上
表
し
て
い
る
。
注
⑩
参
照
。

⑮
『
晋
書
』
巻
四
四
、
盧
欽
伝
、
盧
志
、
「
…
…
斉
王
隅
起
義
、
遣
使
告
〔
成
都

　
王
〕
穎
。
穎
召
〔
盧
〕
志
（
郷
令
）
計
都
、
志
田
、
趙
王
無
道
、
暴
行
簑
逆
、
四

　
海
人
神
、
莫
不
憤
怒
。
今
山
下
総
率
三
軍
、
応
期
圏
発
、
子
来
之
衆
、
不
寝
自
至
。
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掃
立
乱
逆
、
必
有
征
箭
戦
。
然
兵
事
至
重
、
聖
人
所
慎
。
宜
施
賢
任
才
、
以
収
時

　
望
。
穎
深
然
之
、
改
選
上
佐
、
高
丘
橡
属
、
以
憲
為
諮
議
参
軍
、
伍
補
左
長
州
、

　
専
掌
文
翰
」
。

⑯
『
暦
書
』
巻
五
六
、
江
統
伝
。
彼
の
予
孫
は
陳
の
江
総
ら
爾
瑚
の
貴
族
と
し
て

　
連
綿
と
続
い
て
い
る
。

⑰
　
『
晋
獲
』
巻
六
八
、
顯
栄
伝
。
ほ
か
に
た
と
え
ば
大
将
軍
府
参
軍
の
孫
恵
は
か

　
っ
て
盤
渓
間
の
大
司
馬
府
で
賊
肝
属
、
謹
啓
嶽
、
束
曹
属
を
歴
任
し
て
お
り
（
巻

　
五
九
．
斉
王
間
伝
。
巻
七
一
、
孫
恵
伝
）
。
た
だ
し
僚
属
が
私
権
化
す
る
宗
室
諸

　
王
に
個
人
的
に
与
す
る
な
ら
ば
、
の
ち
に
罪
に
問
わ
れ
て
該
殺
さ
れ
る
こ
と
は
ま

　
ぬ
が
れ
ず
、
ま
た
た
と
え
無
実
で
あ
っ
て
も
個
人
的
な
宿
怨
を
は
ら
す
た
め
に
処

　
刑
さ
れ
る
場
合
も
ま
ま
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
顧
栄
は
斉
一
問
の
大
司
馬
府
主
簿

　
の
時
に
「
終
日
癖
酎
、
不
綜
府
事
」
と
、
酔
っ
て
実
務
を
と
ら
ず
、
そ
の
結
果
、

　
中
書
侍
郎
に
転
出
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
貴
族
は
府
内
に
あ
っ
て
府
議
を
批
判

　
す
る
か
、
あ
る
い
は
笑
務
に
た
ず
さ
わ
ら
な
い
と
い
う
よ
う
に
積
極
・
消
極
の
違

　
い
が
あ
る
が
府
主
の
宗
室
諸
王
と
一
線
を
画
す
傾
向
が
多
く
見
ら
れ
る
。

⑱
前
稿
注
⑳
参
照
。
東
晋
政
権
内
に
見
ら
れ
る
北
颪
貴
族
と
江
南
豪
族
と
の
闘
係

　
も
基
本
的
に
は
成
都
王
穎
の
軍
府
に
お
け
る
貴
族
層
と
寒
門
漁
人
層
と
の
関
係
と

　
基
本
的
に
二
一
で
あ
る
。
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第
三
章
　
宗
室
諸
王
の
権
威

　
何
故
に
八
王
の
乱
に
お
い
て
出
鎮
し
た
宗
室
諸
王
が
挙
兵
に
最
終
的
に
踏
み
切
れ
る
の
か
、
そ
の
根
拠
を
ど
こ
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
で

あ
ろ
う
か
。
例
を
三
王
起
義
に
と
る
な
ら
ば
、
斉
王
問
が
、
あ
る
い
は
斉
王
周
に
呼
応
し
た
成
都
王
穎
・
河
食
王
顯
が
何
故
に
趙
王
倫
討
伐
の

兵
を
挙
げ
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
八
王
の
乱
の
諸
抗
争
は
第
一
表
「
八
王
の
乱
抗
争
表
」
の
下
段
を
見
れ
ば
一
目
瞭
然
に
永
寧

元
年
（
三
〇
一
）
に
起
こ
っ
た
三
王
礼
義
を
転
機
と
し
て
、
そ
れ
以
前
の
洛
陽
城
内
を
舞
台
と
し
た
ク
ー
デ
タ
ー
劇
に
終
始
し
た
段
階
と
、
以
後

の
全
国
を
ま
き
こ
ん
だ
内
戦
に
展
開
し
た
段
階
と
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
は
じ
め
に
前
半
の
段
階
に
お
け
る
ク
ー
デ
タ
ー
決
行
の
場
合

に
つ
い
て
検
討
し
、
つ
い
で
そ
れ
を
踏
ま
え
て
後
半
の
段
階
に
お
け
る
挙
兵
の
場
合
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

　
ク
ー
デ
タ
ー
の
場
合
の
検
討
材
料
と
し
て
元
康
元
年
（
二
九
一
）
六
月
の
墨
黒
璋
が
汝
南
王
亮
と
今
古
を
殺
害
し
た
ク
ー
デ
タ
ー
（
第
一
表
、
1
）

を
と
り
あ
げ
る
・
ま
ず
響
書
』
巻
五
九
・
笙
潜
蟄
を
忠
に
ク
ー
デ
タ
あ
概
略
を
述
べ
た
晦
・

　
あ
る
夜
、
衛
将
軍
・
領
北
軍
中
候
の
楚
王
韓
の
も
と
に
青
紙
に
書
か
れ
た
密
詔
が
届
け
ら
れ
た
。
そ
の
密
詔
に
は
「
太
宰
（
汝
南
王
亮
）
と
太

保
（
二
面
）
は
『
傍
・
霧
の
事
』
（
皇
帝
の
廃
立
）
を
目
論
ん
で
い
る
。
王
（
楚
王
難
）
は
よ
ろ
し
く
こ
の
躍
層
を
宣
示
し
、
ま
ず
潅
南
王
〔
允
〕
・
長



西山代宗整諸王の特質（福原）

親
王
〔
又
〕
・
成
都
王
〔
穎
〕
に
命
じ
、
〔
不
測
の
事
態
に
備
え
〕
宮
城
の
各
門
を
固
め
さ
せ
、
そ
の
上
で
二
丁
（
汝
南
王
亮
と
藁
葺
）
か
ら
官
位
を
剥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

与
す
べ
し
」
と
い
う
内
容
が
記
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
こ
の
密
詔
が
黄
門
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
る
や
、
楚
王
璋
は
自
ら
領
す
る
下
紐
を
統
御
す

る
と
と
も
に
、
こ
の
恵
帝
の
空
蝉
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
し
て
次
々
に
翠
黛
を
発
し
た
。
そ
の
第
一
は
自
身
を
都
督
中
外
諸
軍
事
に
任
命
す
る
偽
詔

で
あ
り
、
そ
の
権
限
で
も
っ
て
洛
陽
城
内
外
の
全
禁
軍
（
三
六
軍
）
を
召
集
、
城
内
で
宿
衛
の
任
に
就
い
て
い
た
軍
営
に
対
し
て
は
そ
の
部
署
に

お
い
て
厳
戒
体
制
を
敷
か
せ
、
城
外
に
駐
屯
し
て
い
た
軍
営
に
対
し
て
は
た
だ
ち
に
汝
南
王
亮
の
居
る
太
宰
府
な
ら
び
に
衛
礎
の
太
保
府
の
制

圧
に
赴
か
せ
た
。
第
二
に
汝
南
王
亮
と
衛
蟻
の
も
と
へ
は
太
宰
・
即
製
の
印
綬
と
侍
中
の
鋸
蝉
の
返
還
を
命
じ
、
そ
の
上
で
両
者
の
出
国
に
退

勢
さ
せ
、
ま
た
太
宰
府
・
太
保
府
の
僚
属
を
解
任
す
る
旨
の
偽
詔
を
た
ず
さ
え
た
使
者
を
つ
か
わ
し
、
ま
た
別
に
両
公
準
の
僚
属
に
対
し
て
は

こ
の
詔
救
に
従
い
反
抗
し
な
い
か
ぎ
り
罪
に
は
問
わ
な
い
旨
の
偽
詔
を
示
し
た
。
こ
う
し
た
楚
王
璋
の
や
つ
ぎ
ば
や
の
措
麗
に
よ
り
汝
南
王
亮

と
衛
礎
は
抵
抗
ら
し
い
抵
抗
も
せ
ず
に
縛
に
就
き
、
殺
害
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
ク
ー
デ
タ
ー
の
顧
末
か
ら
、
詔
敷
が
数
多
く
出
さ
れ
、
そ
の
鷲
敷
が
ク
ー
デ
タ
ー
の
成
否
に
関
わ
る
重
要
な
役
割
を
果
し
て
い
た
こ
と
、

と
り
わ
け
皇
帝
で
あ
る
聖
帝
自
身
の
手
に
な
る
野
南
王
亮
と
兼
営
の
罷
免
を
命
ず
る
密
詔
が
楚
王
地
の
ク
ー
デ
タ
ー
決
行
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
な

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
こ
の
場
合
の
詔
救
に
関
し
て
二
つ
の
特
徴
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
ず
第
一
に
ク
ー
デ
タ
ー
の
発
端
と

な
っ
た
詔
敷
の
内
容
が
あ
く
ま
で
ク
ー
デ
タ
ー
の
目
標
で
あ
る
人
物
の
免
官
と
引
退
を
命
じ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
と
同
様
の
詔
救
が
八

王
の
乱
前
半
の
他
の
ク
ー
デ
タ
ー
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
楊
真
菰
殺
の
ク
ー
デ
タ
ー
の
場
合
（
第
一
褒
、
1
）
で
は
「
楊
，
駿
（
太
傅
）
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
し
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

廃
聾
し
、
臨
晋
侯
の
爵
位
の
み
残
し
て
第
宅
に
退
居
さ
せ
よ
」
と
い
う
内
容
の
、
ま
た
質
皇
后
屠
殺
の
ク
ー
デ
タ
ー
の
場
合
（
m
）
に
も
「
買
皇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

后
を
廃
位
し
、
庶
人
の
身
分
に
落
と
せ
」
と
い
う
内
容
の
詔
救
が
出
て
い
る
。
つ
ま
り
ク
ー
デ
タ
ー
の
目
標
人
物
が
振
う
権
勢
の
よ
り
ど
こ
ろ

で
あ
る
彼
の
地
位
、
多
く
の
場
合
は
官
職
を
剥
奪
し
、
封
国
な
い
し
は
隠
宅
に
退
居
さ
せ
る
、
前
稿
第
二
章
の
こ
と
ば
を
使
う
な
ら
ば
「
退
譲
偏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

を
迫
る
轡
虫
が
降
る
の
が
常
套
手
段
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
詔
敷
の
執
行
を
た
て
に
二
軍
を
派
遣
し
、
そ
の
上
で
無
防
備
の

相
手
を
収
縛
し
殺
害
す
る
と
い
う
手
順
で
ク
ー
デ
タ
ー
が
進
行
す
る
の
で
あ
る
。
第
二
の
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
点
は
、
　
「
矯
詔
」
す
な
わ
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ち
詔
救
を
詐
称
・
仮
託
す
る
、
あ
る
い
は
詐
称
・
仮
託
し
た
詔
敷
と
い
う
意
味
の
語
句
が
こ
の
事
件
を
扱
っ
た
記
事
に
頻
繁
に
出
て
く
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む

で
あ
る
。
楚
王
璋
伝
に
は
「
遂
藤
本
軍
、
復
矯
詔
召
三
十
六
軍
、
手
軽
告
諸
軍
日
…
…
」
「
又
穂
詔
使
亮
・
耀
上
太
宰
太
虚
印
綬
・
侍
中
馬
蝉
、

　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む

之
国
、
…
…
」
「
又
矯
詔
赦
亮
・
礎
官
訪
日
…
…
」
と
、
楚
王
緯
が
滋
藤
の
手
詔
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
次
々
と
詔
敷
に
仮
託
し
自
ら
命
令
を
出
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む

た
こ
と
を
「
矯
詔
」
と
表
わ
さ
れ
、
ま
た
恵
帝
の
手
明
そ
の
も
の
さ
え
が
『
晋
書
』
巻
四
、
恵
帝
紀
、
永
平
六
年
六
月
の
条
に
「
質
雪
下
蛇
使

楚
函
嶺
殺
太
宰
汝
南
王
亮
・
太
陰
蕎
陽
公
衛
躍
」
と
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
前
馬
が
直
接
に
は
楚
王
璋
の
意
図
に
よ
り
自
ら
作
製
し
た
偽
詔
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
賢
皇
后
の
意
図
に
よ
る
、
聖
帝
自
筆
に
か
か
る
詔
敷
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
矯
詔
」
と
い
う
表
現
は
他
の
ク
ー
デ
タ
ー

の
記
事
に
も
頻
出
し
、
ま
た
「
矯
詔
」
と
い
う
表
現
を
使
わ
な
い
場
合
に
も
事
実
上
詔
敷
に
仮
託
す
る
行
為
が
見
ら
れ
る
。
楊
駿
誹
殺
の
ク
ー

デ
タ
ー
の
場
合
（
1
）
に
は
、
費
皇
后
の
意
を
受
け
た
殿
中
中
郎
の
孟
観
・
李
肇
が
夜
中
に
聖
帝
に
啓
し
て
楊
駿
罷
免
の
詔
敷
を
作
製
さ
せ
て
お

⑦り
、
ま
た
質
皇
后
誹
殺
の
ク
ー
デ
タ
ー
の
場
合
（
頂
）
に
は
、
趙
警
巡
が
偽
詔
を
作
製
し
、
そ
れ
を
た
て
に
質
皇
后
と
そ
の
一
族
を
と
ら
え
て
処

刑
し
て
い
る
。
な
お
こ
の
時
に
賀
皇
后
を
と
ら
え
に
き
た
斉
王
問
と
賀
皇
后
と
の
間
に
は
以
下
の
や
り
と
り
が
あ
っ
た
と
『
晋
書
』
巻
三
一
、

盾
誤
伝
上
、
恵
賞
皇
后
に
記
載
す
る
。
　
　
饗
皇
后
「
お
ま
え
が
ど
う
し
て
や
っ
て
き
た
の
か
」
。
十
王
問
「
皇
盾
を
と
ら
え
よ
、
と
い
う
詔
敷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

が
あ
り
ま
す
」
。
費
皇
后
「
詔
敷
は
こ
の
私
か
ら
出
る
は
ず
で
あ
る
。
（
私
の
手
を
経
な
い
も
の
が
）
ど
う
し
て
詔
敷
で
あ
る
こ
と
が
あ
ろ
う
か
」
。

－
こ
の
挿
話
か
ら
当
時
在
位
し
て
い
た
皇
帝
で
、
暗
愚
と
評
さ
れ
判
断
能
力
に
欠
け
て
い
た
恵
帝
の
も
と
で
の
「
矯
示
偏
の
性
格
が
浮
か
び

上
が
る
で
あ
ろ
う
。
重
要
な
こ
と
は
恵
帝
の
手
を
経
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
ク
ー
デ
タ
ー
の
主
謀
者
の
意
図
に
か
か
る
　
「
墨
型
」
が
現
わ

れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
夫
王
璋
の
ク
…
デ
タ
ー
に
代
表
さ
れ
る
八
王
の
乱
の
前
半
の
段
階
の
抗
争
で
は
、
ク
ー
デ
タ
ー
の
発

端
と
し
て
「
上
里
」
が
降
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
ク
ー
デ
タ
ー
が
決
行
さ
れ
る
。
と
い
う
こ
と
は
す
な
わ
ち
表
面
上
は
皇
帝
で
あ

る
恵
帝
の
意
思
が
挙
兵
の
根
拠
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
詔
救
」
の
内
実
を
考
え
る
と
ク
ー
デ
タ
ー
の
主
謀
者
の
意
図
そ
の
も
の

で
あ
り
、
つ
ま
り
「
矯
詔
」
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
打
倒
す
べ
き
相
手
の
地
位
を
剥
奪
す
る
と
い
う
内
容
を
も
っ
て
い
た
。

　
こ
う
し
た
「
詔
敷
」
、
そ
の
内
実
は
ク
ー
デ
タ
ー
を
謀
る
側
の
意
図
の
反
映
で
あ
る
「
矯
詔
」
が
ク
ー
デ
タ
…
の
決
め
手
に
な
る
と
い
う
事
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西普代宗室諸玉の特質（福原）

態
が
た
び
か
さ
な
る
と
、
こ
の
「
詔
敷
」
へ
の
対
抗
手
段
が
、
と
く
に
ク
ー
デ
タ
ー
を
し
か
け
ら
れ
る
側
に
講
ぜ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の

中
で
興
味
深
い
の
が
「
驕
虞
幡
」
の
利
用
で
あ
る
。
さ
き
ほ
ど
の
楚
玉
璋
の
ク
ー
デ
タ
ー
（
1
）
を
再
び
例
と
し
て
見
て
み
た
い
。

　
夜
中
に
楚
王
璋
が
鉛
直
か
ら
の
密
詔
、
実
は
萱
皇
后
の
矯
詔
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
、
戒
厳
下
欄
軍
を
そ
の
統
率
下
に
お
き
ク
ー
デ
タ
…
を
起
こ

す
と
い
う
事
態
に
対
し
、
な
す
す
べ
を
知
ら
な
か
っ
た
朝
廷
は
、
そ
の
翌
未
明
に
太
子
少
傅
の
立
華
の
計
略
、
…
「
楚
王
璋
は
詔
敷
を
足
り
て
、

檀
に
二
公
を
殺
害
し
た
。
将
校
お
よ
び
兵
隊
た
ち
は
こ
れ
を
『
圏
家
』
（
皇
帝
で
あ
る
恵
帝
）
の
意
思
で
あ
る
と
信
じ
こ
み
、
そ
れ
故
に
楚
王
璋

に
従
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
り
ま
す
。
い
ま
『
臨
虞
幡
』
を
遣
し
て
外
軍
の
戒
厳
を
解
除
．
す
る
の
が
よ
ろ
し
か
ろ
う
と
存
じ
ま
す
。
さ
す
れ
ば
自

然
と
し
か
も
ま
ち
が
い
な
く
鷹
く
が
如
く
従
う
は
ず
で
あ
り
ま
す
臨
一
に
従
い
、
殿
中
将
軍
の
王
宮
に
脇
虞
幡
を
た
て
て
楚
王
璋
の
も
と
に

赴
か
せ
た
。
そ
し
て
争
心
を
前
に
驕
虞
幡
を
ふ
り
、
　
「
楚
王
は
詔
敷
を
矯
っ
て
い
る
」
と
叫
ん
だ
結
果
、
楚
王
璋
の
も
と
に
結
集
し
て
い
た
禁

軍
は
、
　
「
兵
士
た
ち
は
皆
な
武
器
を
そ
の
場
に
放
り
姦
し
て
に
げ
だ
し
、
楚
王
緯
の
左
右
に
は
全
く
一
人
も
い
な
く
な
っ
た
」
と
雲
散
霧
消
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

楚
王
璋
は
あ
っ
け
な
く
と
ら
え
ら
れ
た
。

　
こ
こ
に
出
現
す
る
脇
心
機
と
は
『
資
治
通
経
』
の
胡
三
省
の
注
に
よ
れ
ば
、
　
「
晋
の
調
度
に
は
白
虎
幡
と
驕
豊
幡
と
が
あ
る
。
白
虎
は
威
猛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

に
し
て
殺
す
こ
と
を
つ
か
さ
ど
る
が
故
に
戦
闘
を
督
促
す
。
驕
虞
は
野
獣
で
あ
る
が
故
に
戦
闘
を
解
除
す
漏
と
説
明
が
あ
り
、
ま
た
趙
翼
の

『
廿
二
史
劉
記
』
巻
八
、
　
「
臨
虞
幡
」
に
は
「
晋
の
調
度
で
は
驕
虞
幡
を
最
も
重
ん
じ
た
。
危
機
的
な
状
況
に
至
る
た
び
ご
と
に
あ
る
い
は
用

い
て
皇
帝
の
旨
を
伝
え
、
あ
る
い
は
用
い
て
戦
闘
を
や
め
さ
せ
た
。
こ
れ
を
見
た
者
は
た
ち
ま
ち
恐
れ
ひ
れ
ふ
し
決
し
て
動
こ
う
と
し
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

こ
れ
は
朝
廷
の
令
甲
で
あ
る
。
…
…
他
の
王
朝
に
は
こ
れ
を
用
い
た
と
い
う
記
事
は
兇
当
た
ら
な
い
」
と
あ
る
。
す
な
わ
ち
臨
虞
幡
は
本
来
は

戦
争
に
お
け
る
旗
指
物
の
　
種
で
皇
帝
の
意
思
と
し
て
戦
闘
を
停
止
さ
せ
る
場
合
に
使
う
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
さ
ら
に
非
常
時
の
際
に
皇
帝

の
意
思
を
伝
え
る
手
段
と
し
て
も
利
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
楚
王
璋
の
ク
ー
デ
タ
ー
の
場
合
に
こ
の
駿
虞
幡
を
も
つ
王
宮
が
「
血
流
喜
喜
偏
と

叫
ん
で
お
り
、
驕
虞
幡
の
本
来
の
役
割
で
も
っ
て
禁
忌
の
戒
厳
を
解
く
と
同
時
に
、
ク
ー
デ
タ
ー
は
馬
脳
璋
が
蔵
敷
を
詐
称
し
て
起
こ
し
た
の

で
あ
り
、
決
し
て
恵
帝
の
意
思
か
ら
出
た
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
、
楚
年
忌
を
一
転
し
て
逆
賊
と
な
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
分
か
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る
よ
う
に
、
臨
虞
幡
は
皇
帝
の
分
身
と
し
て
、
よ
り
皇
帝
の
意
思
を
体
す
る
点
で
は
詔
敷
を
凌
ぐ
権
威
を
有
し
て
い
た
。
そ
れ
故
に
興
亡
幡
は
八

王
の
乱
に
お
い
て
仁
王
璋
の
ク
ー
デ
タ
ー
以
後
に
も
、
た
と
え
ば
四
王
王
允
の
ク
ー
デ
タ
ー
の
場
合
（
N
）
に
十
王
倫
打
倒
に
立
ち
上
が
っ
た
潅

　
　
　
　
　
　
　
　
⑫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

南
王
允
を
斬
る
た
め
に
、
ま
た
三
王
仁
義
の
終
局
に
懸
鼻
倫
が
掌
握
し
て
い
た
禁
軍
を
解
除
す
る
た
め
に
、
さ
ら
に
は
仁
王
問
軍
対
長
沙
王
又

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

軍
の
市
街
戦
の
場
合
（
M
）
に
も
登
場
す
る
。
と
こ
ろ
が
こ
う
し
て
驕
隠
隠
が
ク
ー
デ
タ
ー
の
た
び
ご
と
に
利
用
さ
れ
る
に
つ
れ
驕
虞
幡
そ
の
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

の
が
も
っ
て
い
た
効
力
が
薄
ま
り
、
長
沙
王
叉
軍
対
河
間
直
願
・
成
都
王
穎
連
合
軍
の
内
戦
（
珊
）
や
蕩
陰
の
役
（
W
）
に
い
た
っ
て
は
、
つ
い
に

臨
虞
幡
に
代
っ
て
皇
帝
で
あ
る
恵
帝
自
身
が
前
面
に
か
つ
ぎ
だ
さ
れ
る
と
い
う
事
態
に
ま
で
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
た
。

　
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
八
王
の
乱
、
と
く
に
そ
の
前
半
に
お
け
る
、
多
く
は
矯
詔
と
い
う
形
で
あ
る
が
詔
敷
が
頻
出
し
、
つ
い
で
そ
れ
に
対

抗
す
る
た
め
に
臨
早
馬
が
登
場
、
さ
ら
に
皇
帝
自
身
が
奉
ぜ
ら
れ
て
内
戦
に
現
わ
れ
る
な
ど
の
現
象
は
一
体
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ら
が

そ
の
解
答
を
示
唆
す
る
の
は
丁
寧
で
は
な
い
か
と
の
疑
念
を
懐
き
つ
つ
も
結
局
そ
の
詔
救
に
従
い
、
ク
ー
デ
タ
ー
に
対
し
て
抗
う
こ
と
が
で
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

な
か
っ
た
楊
駿
や
汝
南
王
亮
・
瞬
断
の
例
、
あ
る
い
は
駿
虞
幡
の
出
現
に
よ
り
統
率
下
に
あ
っ
た
禁
軍
が
一
瞬
の
う
ち
に
瓦
解
し
た
降
心
璋
の

⑱
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

例
、
ま
た
皇
帝
の
親
征
に
対
し
そ
の
姿
を
遠
望
す
る
や
配
下
の
軍
が
退
却
し
は
じ
め
た
冷
間
導
電
の
部
将
張
方
の
例
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
詔

救
・
驕
虞
幡
・
生
身
の
皇
帝
な
ど
に
共
通
し
て
存
在
す
る
無
形
の
皇
帝
の
権
威
が
こ
う
し
た
状
況
下
に
お
い
て
絶
大
の
効
果
を
発
揮
す
る
か
ら

で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
ク
ー
デ
タ
ー
を
し
か
け
る
側
も
、
ま
た
そ
れ
を
防
ぐ
側
も
利
用
し
た
の
で
あ
る
。

　
で
は
つ
ぎ
に
当
初
の
問
題
で
あ
っ
た
、
内
戦
の
形
式
を
と
る
八
王
の
乱
後
半
の
段
階
で
の
挙
兵
の
よ
り
ど
こ
ろ
は
何
な
の
か
、
こ
の
問
題
に

つ
い
て
三
王
起
承
の
場
合
を
例
に
考
察
し
た
い
。
三
王
起
義
の
発
端
は
、
使
持
節
・
墨
東
大
将
軍
・
都
督
予
州
諸
軍
事
と
し
て
許
昌
に
出
々
し

て
い
た
斉
王
間
が
、
恵
帝
か
ら
帝
位
を
纂
止
し
た
趙
王
倫
の
討
伐
と
幽
閉
さ
れ
て
い
る
恵
帝
の
反
正
と
い
う
大
義
を
掲
げ
て
挙
兵
、
と
挙
々
に

全
国
の
「
征
・
鎮
・
州
・
郡
・
県
・
国
」
に
傲
書
を
送
っ
た
。
そ
し
て
各
地
で
斉
王
間
に
呼
応
す
る
動
き
が
は
じ
ま
り
、
直
接
斉
王
周
の
も
と

に
慨
す
る
も
の
も
あ
れ
ば
、
河
北
に
お
い
て
は
斉
棋
士
の
撤
に
応
じ
た
使
持
節
・
征
北
大
将
軍
・
都
督
鄭
城
守
諸
軍
事
の
成
都
王
穎
の
も
と
に

菟
州
刺
史
王
彦
・
野
州
刺
史
李
毅
ら
が
結
集
、
封
国
に
あ
っ
た
常
山
王
業
（
の
ち
の
長
沙
王
）
も
そ
れ
に
続
く
と
い
う
よ
う
に
趙
畢
生
討
伐
の
連
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西晋代宗室諸王の特質（福原）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

合
軍
が
形
成
さ
れ
、
つ
い
で
洛
陽
に
進
撃
し
た
。
こ
う
し
た
展
開
の
中
で
注
目
す
べ
き
は
、
第
一
に
要
衝
に
出
挙
し
「
藩
屏
」
た
る
べ
き
を
期

待
さ
れ
て
い
る
宗
室
諸
王
、
そ
の
中
で
も
「
親
親
」
の
宗
室
諸
王
が
挙
兵
の
中
核
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
、
第
二
に
そ
の
宗
室
諸
王
が
反
趙
王

倫
と
い
う
輿
論
の
趨
勢
を
踏
ま
え
て
挙
兵
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
よ
り
具
体
的
に
は
斉
王
問
が
全
国
各
地
に
激
を
飛
ば
す
こ
と
に
よ
り
大
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
た
め
に
挙
兵
す
る
こ
と
を
表
明
、
成
都
王
穎
が
挙
兵
に
あ
た
り
幕
僚
を
改
選
す
る
こ
と
に
よ
り
、
輿
論
と
の
一
体
化
を
示
し
て
い
る
。
こ
う

し
た
条
件
が
整
っ
て
こ
そ
詔
敷
が
な
く
て
も
挙
兵
を
正
当
化
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
そ
の
結
果
他
の
勢
力
を
結
集
し
得
た
の
で
あ
る
。
と
す

る
と
っ
き
つ
め
れ
ば
、
宗
室
諸
王
と
輿
論
の
存
在
と
そ
の
結
合
が
詔
敷
の
代
替
と
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
こ
う
し
た
あ
り
か
た
こ
そ
逆

に
詔
敷
な
ど
に
現
わ
れ
た
皇
帝
の
権
威
を
生
ぜ
し
む
る
由
来
を
示
唆
す
る
の
で
は
な
い
か
。
遡
っ
て
考
え
て
み
る
に
後
漢
末
の
群
雄
割
拠
の
状

況
の
中
か
ら
曹
操
と
い
う
一
軍
閥
が
輿
論
の
自
覚
的
な
中
心
で
あ
る
清
流
士
大
夫
と
結
び
緒
言
政
権
を
形
成
、
他
の
軍
閥
勢
力
を
吸
収
し
、
つ

い
に
は
臨
戦
王
朝
を
成
立
さ
せ
、
さ
ら
に
そ
れ
を
継
承
し
た
西
晋
王
朝
が
中
国
を
再
統
一
し
た
。
つ
ま
り
魏
晋
国
家
体
制
は
図
式
的
に
は
軍
隊

と
輿
論
の
結
合
で
あ
り
、
そ
の
両
者
を
結
ぶ
接
点
と
し
て
皇
帝
が
存
在
す
る
の
で
あ
り
、
皇
帝
の
権
威
は
そ
の
背
景
に
両
者
に
よ
り
支
え
ら
れ

て
お
り
、
そ
こ
か
ら
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
西
晋
王
朝
下
で
の
た
び
か
さ
な
る
私
権
化
と
い
う
国
家
体
制
の
危
機
に
際
し
、
こ

の
私
権
化
の
動
き
に
対
し
公
権
と
し
て
の
機
能
の
回
復
を
め
ざ
す
輿
論
の
反
言
と
い
う
対
立
が
八
王
の
乱
の
諸
抗
争
の
底
流
に
お
け
る
図
式
で

あ
り
、
そ
れ
が
表
面
化
す
る
契
機
が
国
家
の
意
思
の
象
微
で
あ
る
詔
救
・
駿
嘉
事
の
登
場
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
さ
ら
に
八
王
の
乱
が
拡
大
し
内

戦
化
し
、
直
接
に
皇
帝
の
詔
敷
が
得
る
こ
と
が
不
可
能
な
状
況
で
、
自
ら
の
挙
兵
を
正
当
化
す
る
た
め
に
輿
論
と
と
も
に
宗
室
諸
王
の
存
在
が

前
面
に
登
場
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

①
　
こ
の
ク
ー
デ
タ
ー
の
あ
ら
ま
し
に
つ
い
て
は
、
楚
王
琢
伝
の
ほ
か
に
『
晋
書
』

　
巻
四
、
恵
帝
紀
、
元
康
元
年
・
六
月
の
条
、
巻
三
」
、
后
妃
伝
上
、
恵
費
皇
后
、
巻

　
三
六
、
衛
理
伝
、
巻
五
九
、
汝
南
王
亮
倣
、
　
『
資
治
通
鑑
』
巻
八
二
、
晋
紀
、
元

　
康
元
年
六
月
の
条
参
「
昭
酬
。

②
『
晋
書
』
巻
五
九
、
楚
王
璋
伝
、
「
…
…
而
〔
費
〕
后
不
之
察
、
使
恵
帝
為
詔

　
日
、
太
宰
太
保
欲
為
伊
覆
之
事
、
王
宜
宣
詔
、
令
甲
南
・
長
沙
・
成
都
王
屯
宮
諸

　
門
、
単
二
公
。
夜
使
黄
門
恋
以
授
〔
楚
王
〕
璋
、
韓
欲
覆
奏
、
黄
門
日
、
事
恐
漏

　
泄
、
雰
又
穂
本
意
也
、
琿
乃
止
。
…
…
」
。

③
『
晋
書
』
巻
四
〇
、
揚
駿
伝
、
「
及
〔
楚
王
〕
璋
至
、
〔
孟
〕
観
・
象
芒
肇
乃

　
啓
〔
恵
〕
帝
、
夜
作
詔
、
中
外
戒
厳
、
遣
使
奉
詔
、
廃
〔
揚
〕
駿
、
以
〔
臨
晋
〕
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侯
醗
．
必
」
。
楊
駿
は
太
傅
・
大
都
督
・
侍
中
・
録
尚
書
審
の
官
職
を
剥
奪
ざ
れ
た
。

　
な
お
臨
晋
侯
に
は
黙
黙
二
年
（
一
毛
六
）
十
二
月
に
武
帝
の
慮
…
后
の
父
、
つ
ま
り

　
外
戚
と
い
う
こ
と
で
封
ぜ
ら
れ
て
い
る
（
巻
三
、
細
帯
紀
）
。

④
　
　
『
葉
群
』
巻
四
、
恵
帝
紀
、
永
康
元
年
燃
犀
癸
巳
の
条
、
　
「
梁
王
彫
。
趙
王
倫

　
矯
詔
廃
費
后
為
庶
人
。
…
…
」
。
巻
三
一
、
后
妃
壁
掛
、
恵
賀
漁
后
、
巻
五
九
、

　
趙
王
倫
伝
参
照
。

⑤
な
お
「
就
国
」
「
之
躍
扁
も
し
く
は
門
就
鑓
」
と
い
う
処
置
は
す
な
わ
ち
事
実

上
死
を
意
味
し
て
い
た
。
前
簾
～
O
i
二
頁
参
照
。

⑥
『
晋
書
熱
巻
五
九
、
楚
王
璋
伝
、
「
〔
恵
〕
帝
遣
謁
渚
詔
璋
還
営
、
執
之
於
武
喪

　
署
、
目
下
廷
尉
。
詔
以
覧
矯
制
害
二
山
高
予
、
語
調
訣
減
朝
粥
、
青
図
不
倫
、
遂

　
斬
之
、
時
年
二
十
一
。
・
：
…
璋
臨
死
、
繊
其
懐
中
青
紙
詔
、
流
黒
熊
示
難
刑
尚
書

　
劉
頒
田
、
受
詔
而
行
、
謂
為
社
稜
、
今
更
為
罪
、
置
銭
先
帝
、
受
難
如
此
、
幸
見

　
申
列
。
類
亦
獄
漱
不
能
仰
視
」
。

⑦
　
注
③
参
照
。

⑧
注
④
参
照
。
釜
塁
起
巻
三
｝
、
唇
妃
伝
上
、
諸
寺
皇
后
、
讐
趙
影
響
乃
率
兵

　
鷺
宮
、
使
颯
軍
狡
尉
斉
王
闘
入
殿
廃
〔
費
〕
后
。
…
…
后
驚
日
、
卿
何
為
来
。
周

　
醸
、
有
価
収
后
。
后
日
、
詔
当
瓢
湖
出
、
鰻
掴
也
。
…
…
」
。

⑨
『
思
書
』
巻
三
六
、
張
早
漬
、
「
：
・
…
内
外
兵
擾
、
朝
廷
火
恐
、
計
無
所
綴
。

　
〔
張
〕
潔
白
〔
思
〕
帝
以
、
　
〔
楚
王
〕
璋
矯
詔
檀
害
二
公
、
将
士
倉
卒
、
謂
是
騰

　
家
意
、
敢
従
之
耳
、
今
可
遣
脇
瑛
幡
、
使
外
丁
膚
厳
、
理
必
風
鷹
。
上
従
之
、
球

　
兵
果
敗
」
。
巻
蝋
九
、
楚
軍
L
広
、
「
…
…
会
天
助
、
〔
恵
〕
帝
用
害
．
挿
計
、
造
殿

　
中
将
軍
王
宮
鷹
多
端
締
鷹
即
日
、
楚
モ
鴫
．
哩
詔
。
衆
皆
熊
襲
而
走
、
難
左
右
無
復
一

　
人
、
碧
迫
不
知
所
為
、
惟
一
奴
年
十
四
駕
牛
草
将
贈
品
王
束
。
黒
蟻
謁
者
詔
球
還

　
営
、
執
之
於
武
貴
署
、
遂
下
廷
尉
」
。

⑩
『
資
治
通
鑑
』
巻
八
二
、
習
紀
、
元
康
元
ヰ
六
月
の
条
、
「
張
華
白
〔
恵
〕
帝
、

　
遣
殿
中
将
軍
王
μ
、
．
窟
驕
虞
幡
、
出
薩
霧
雨
、
楚
王
矯
詔
、
勿
糖
也
」
の
翻
注
に

　
「
晋
鱗
有
白
虎
．
駿
虞
．
麟
。
白
虎
威
獄
主
殺
、
故
難
燃
戦
。
翻
虞
古
習
、
故
以
解

　
兵
」
と
あ
る
。
鯛
虞
と
は
徴
説
上
の
虎
と
鹿
に
似
た
半
獣
で
あ
る
。
　
『
詩
経
』
召

　
南
、
翻
虞
の
聯
繋
な
ど
参
照
。
ま
た
白
虎
・
二
選
両
幡
に
つ
い
て
は
『
太
平
郷
覧
』

　
巻
三
四
一
、
兵
部
、
転
参
照
。

⑪
　
　
『
廿
二
史
捌
噌
こ
㎞
黒
八
、
一
r
蜻
、
　
「
幣
制
最
重
震
藤
、
冠
着
危
険
時
、
或

　
用
以
前
旨
、
或
用
以
丘
兵
、
見
之
者
三
無
伏
而
不
二
動
、
亦
一
朝
離
籍
甲
也
。
…

　
…
他
朝
未
兇
有
用
之
者
」
。
な
お
西
晋
・
束
齋
に
お
け
る
艶
幡
の
使
用
例
を
挙

　
げ
て
い
る
。

⑫
『
晋
書
』
巻
六
隣
、
灘
南
王
允
伝
、
「
〔
陳
〕
徽
兄
潅
時
為
中
書
令
、
遣
庵
騙
虞

　
幡
以
解
煽
」
。

⑳
　
『
晋
轡
』
巻
五
九
、
趙
王
子
伝
、
「
王
輿
細
謹
据
門
、
使
〔
運
上
〕
倫
為
四
日
、

　
烈
婦
孫
秀
等
所
誤
、
以
怒
三
王
、
今
已
謙
秀
、
三
二
太
上
復
位
、
吾
帰
老
干
農
畝
。

　
伝
詔
以
筋
腱
幡
、
敷
将
士
解
兵
。
文
武
官
脳
奔
走
、
莫
諾
諾
居
者
」
。

⑭
『
晋
書
』
巻
五
九
、
斉
王
間
伝
、
「
〔
斉
王
〕
圏
令
．
只
口
令
王
湖
現
認
湖
中
幡
、

　
唱
去
、
長
沙
王
矯
詔
。
　
〔
長
沙
王
〕
叉
又
称
、
大
司
馬
謀
反
、
助
者
謙
五
族
。
是

　
夕
城
内
大
戦
、
飛
矢
継
集
」
。

⑯
　
『
講
書
』
巻
五
四
、
陸
機
債
、
　
「
…
…
長
沙
県
費
奉
天
子
与
〔
陸
〕
機
戦
於
鹿

　
苑
、
機
軍
大
敗
、
赴
七
難
器
皿
死
者
如
積
焉
、
水
為
之
不
流
、
将
軍
費
稜
皆
死

　
之
偏
。
　
巻
六
〇
、
　
肥
張
申
刀
伝
、
　
「
：
：
：
　
〔
長
沙
王
〕
叉
巾
幣
〔
重
心
〕
帝
討
〔
張
〕
｛
力
予

　
城
内
、
方
醍
望
見
乗
輿
、
於
是
小
燈
、
方
止
之
不
得
、
衆
遂
大
敗
、
殺
傷
満
子
衙

　
巷
」
。

⑬
『
叢
書
』
軍
需
九
、
成
都
王
三
無
、
「
永
興
初
、
左
衛
将
軍
陳
診
・
殿
中
中
郎

　
途
苞
．
成
諸
語
長
沙
故
将
上
官
巳
等
京
大
駕
討
〔
成
都
王
〕
穎
、
馳
傲
四
方
、
赴

　
者
雲
集
。
軍
次
学
堂
、
衆
十
余
万
、
絹
中
震
難
。
頴
欲
走
、
其
橡
歩
熊
有
道
術
、

　
日
、
勿
動
、
南
軍
必
敗
。
敏
会
其
衆
毛
編
、
東
難
癖
孫
乃
日
、
天
子
親
征
、
宜
罷

　
甲
縞
索
娼
迎
謝
罪
。
司
馬
王
立
・
参
軍
雛
黒
門
高
距
戦
、
穎
従
之
。
…
…
」
。
巻

　
四
、
恵
膏
紀
、
永
興
…
幅
出
七
月
の
条
参
照
。

⑰
霊
駈
書
』
巻
五
九
、
汝
南
駕
滅
伏
、
「
帳
下
読
卒
論
白
、
撮
管
変
、
請
距
之
、
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〔
汝
南
王
〕
亮
不
聴
。
俄
然
楚
兵
登
矯
口
器
、
亮
驚
日
、
著
無
二
心
、
何
璽
於
是
、

　
若
有
詔
需
、
其
可
見
乎
。
　
〔
公
孫
〕
宏
等
不
許
、
促
兵
攻
之
。
書
史
劉
準
謂
亮
田
、

　
観
此
是
姦
謀
、
府
中
俊
又
如
林
、
猶
可
尽
力
機
翼
、
又
蝿
叩
、
遂
為
〔
李
〕
肇
所

　
甜
執
、
・
：
：
・
」
。
巻
一
二
山
ハ
、
衛
灌
伝
、
「
夜
〔
楚
王
璋
〕
使
滝
侮
河
累
土
曜
収
〔
衛
〕
舖
堆
。

　
左
右
疑
還
矯
詔
、
威
諌
日
、
礼
律
刑
名
、
台
輔
大
臣
、
黙
認
此
比
、
且
請
距
之
、

　
須
自
表
得
報
、
就
裁
釆
晩
也
。
理
不
馴
、
遂
与
子
澄
．
嶽
．
遡
及
孫
等
九
人
岡
被

　
筈
、
…
…
」
。
巻
四
〇
、
楊
駿
伝
参
照
。

⑱
注
⑨
参
照
。

⑲
注
⑯
参
照
。

⑳
前
二
四
一
五
．
頁
参
照
。

⑳
　
第
二
章
注
⑮
参
照
。

㊤
　
川
勝
義
雄
「
曹
操
軍
団
の
編
成
」
（
『
六
朝
帆
頁
族
制
社
会
の
研
究
』
所
収
）
｝
三

　
六
一
七
胃
　
粂
．
照
。

⑬
宗
室
諸
王
の
典
塑
で
あ
る
成
祁
モ
頴
の
人
と
為
り
は
「
喩
話
蒲
神
岱
、
不
知
書
、

　
然
器
性
敦
厚
、
…
…
」
（
『
晋
書
』
巻
五
九
、
成
都
王
豆
銀
）
と
あ
り
、
皇
帝
で
あ

　
る
恵
帝
の
人
と
為
り
と
聡
い
逓
ず
る
。
し
か
も
成
都
・
難
聴
は
落
腕
後
、
進
塁
に
出

　
激
し
て
い
た
劉
弘
の
も
と
で
と
ら
わ
れ
の
身
で
あ
り
な
が
ら
、
劉
弘
の
急
死
に
よ

　
・
リ
曜
て
の
後
継
の
候
眺
袖
に
鷲
丁
が
つ
た
り
（
『
薫
日
桜
口
』
巻
六
六
、
楽
譜
俵
）
、
　
宰
“
た
殺
噴
μ

　
さ
れ
た
後
で
も
か
つ
て
の
部
将
で
あ
っ
た
汲
桑
が
戒
都
王
頴
の
棺
を
魚
津
に
奉
じ

　
て
い
た
（
成
都
王
穎
伝
「
典
後
汲
桑
害
束
職
公
騰
、
称
為
穎
報
雛
、
遂
罎
穎
棺
、

　
載
之
於
軍
中
、
毎
事
啓
霊
、
以
行
軍
令
。
桑
敗
、
棄
棺
懸
鼻
華
中
、
…
…
」
）
。

お
　
わ
　
り
　
に

西晋代宗室諸王の特質：（福原）

　
本
論
を
ま
と
め
て
み
る
と
、
八
王
の
乱
は
西
晋
の
宗
室
が
前
面
に
出
て
く
る
、
と
く
に
地
方
に
出
算
し
た
宗
室
諸
王
が
主
役
で
あ
っ
た
内
乱

で
あ
る
。
そ
も
そ
も
西
晋
の
宗
室
に
関
し
、
前
代
の
そ
れ
と
異
な
る
の
は
任
官
し
政
治
に
関
わ
る
こ
と
が
で
き
た
点
で
あ
り
、
そ
し
て
宗
室
が

就
く
官
職
は
軍
事
関
係
が
、
そ
の
中
で
も
都
督
と
し
て
出
毒
す
る
の
が
そ
の
典
型
で
あ
っ
た
。
こ
の
出
鎮
の
体
制
は
地
方
統
治
体
制
の
根
幹
と

し
て
曹
魏
以
来
存
続
し
て
い
た
が
、
西
晋
に
は
い
り
主
要
な
都
督
は
宗
室
が
独
占
し
て
い
た
。
そ
れ
は
分
離
傾
向
を
内
包
し
て
い
た
地
方
に
窮

し
軍
事
を
中
核
に
大
幅
な
裁
量
権
を
委
託
さ
れ
た
宗
室
諸
王
が
、
皇
帝
と
宗
室
諸
王
間
の
血
縁
の
き
ず
な
に
よ
り
中
央
と
地
方
と
の
紐
帯
な
ら

び
に
「
藩
騨
」
と
し
て
の
役
割
を
期
待
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
出
鎮
し
た
宗
室
諸
王
は
管
轄
下
に
お
け
る
軍
事
権
の
掌
握
の

み
な
ら
ず
、
そ
の
地
に
お
い
て
華
府
を
開
く
こ
と
に
よ
り
、
両
者
が
あ
い
ま
っ
て
宗
室
諸
王
が
強
力
な
権
力
を
有
す
る
要
因
と
な
る
。
そ
れ
は

管
轄
下
の
地
方
か
ら
人
材
を
軍
府
に
辟
召
す
る
と
同
時
に
、
中
央
宮
と
し
て
全
国
か
ら
も
士
大
夫
を
登
用
す
る
こ
と
が
で
き
、
彼
ら
が
代
表
す

る
輿
論
と
結
び
つ
く
可
能
性
を
有
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
墨
型
王
朝
の
下
で
は
あ
る
が
、
こ
の
時
代
に
お
け
る
政
権
形
成
の
野
火
要
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素
が
出
記
し
た
宗
室
諸
王
の
下
に
結
合
し
て
お
り
、
実
際
に
政
権
の
母
胎
と
な
っ
た
例
も
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
宗
室
諸
王
が
八
王
の
乱
に
お
い

て
挙
兵
が
許
さ
れ
た
の
は
、
た
と
え
ば
八
王
の
乱
前
半
の
諸
抗
争
の
切
り
札
と
し
て
雪
平
（
し
ば
し
ば
「
矯
詔
」
と
し
て
現
わ
れ
る
）
、
門
駿
虞
幡
」

さ
ら
に
は
皇
帝
自
身
が
抗
争
の
場
に
登
場
す
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
皇
帝
の
意
思
、
つ
ま
り
皇
帝
が
体
現
す
る
国
家
の
意
思
に
基
く
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ダ

の
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
直
接
に
皇
帝
を
も
ち
だ
し
得
な
い
後
半
に
お
け
る
地
方
で
の
挙
兵
の
場
合
、
　
「
藩
屏
」
と
し
て
の
組
鎮
し
た
宗
室
諸
王

が
皇
帝
と
の
血
の
つ
な
が
り
、
そ
の
中
で
も
よ
り
皇
帝
に
近
い
「
親
親
」
と
い
う
立
場
と
士
大
夫
に
代
表
さ
れ
る
輿
論
の
支
持
を
よ
り
ど
こ
ろ

と
し
て
挙
兵
し
得
た
。

　
以
上
の
こ
と
を
論
述
し
て
き
た
が
、
　
「
は
じ
め
に
」
で
提
起
し
た
疑
問
、
－
何
故
に
宗
室
が
八
王
の
乱
の
主
役
と
な
ら
ざ
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
の
か
一
に
対
し
十
全
に
解
き
明
か
し
得
て
い
な
い
。
　
一
つ
は
宗
室
の
存
在
を
た
ん
に
皇
帝
と
血
縁
で
つ
な
が
る
一
族
と
い
う
い
わ
ば
没

歴
史
的
な
一
性
格
の
み
で
解
釈
し
て
よ
い
の
か
、
こ
の
魏
晋
南
北
朝
時
代
の
宗
室
に
は
こ
の
時
代
特
有
の
性
格
が
存
在
す
る
の
で
は
な
い
か
と

い
う
点
と
、
も
う
一
つ
は
貴
族
制
と
の
関
速
に
つ
い
て
で
あ
り
、
唐
櫃
儒
氏
の
見
解
を
否
定
し
つ
つ
、
そ
れ
に
代
る
新
た
な
見
解
を
明
確
に
出

し
得
な
か
っ
た
。
思
う
に
宗
室
制
と
貴
族
制
が
相
い
補
完
し
、
国
家
を
維
持
し
得
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
両
者
の
よ
り
内
的
な
連
関

に
つ
い
て
は
解
き
得
な
か
っ
た
。
こ
の
工
つ
の
蔽
い
関
連
す
る
で
あ
ろ
う
問
題
を
次
な
る
課
題
と
し
た
い
。

　
な
お
無
罪
の
宗
室
に
論
究
し
た
際
に
幽
点
し
た
宗
室
諸
王
に
絞
っ
た
た
め
に
、
同
じ
任
官
し
た
に
し
て
も
他
の
官
職
、
と
く
に
入
輔
し
た
宗

室
諸
王
、
ま
た
封
国
に
赴
き
官
職
を
持
た
な
い
宗
室
諸
王
に
あ
ま
り
需
及
し
得
な
か
っ
た
。
ま
た
同
じ
魏
晋
爾
北
朝
の
他
の
時
代
、
と
く
に
南

朝
で
の
宗
室
に
関
し
て
も
果
せ
な
か
っ
た
。
当
時
の
宗
室
諸
王
の
あ
り
か
た
は
、
そ
の
典
型
で
あ
る
西
晋
の
出
弄
し
た
宗
室
諸
王
と
基
本
的
に

同
じ
挫
格
で
あ
ろ
う
が
、
さ
ら
に
確
認
し
て
ゆ
き
た
い
。

　
ま
た
こ
う
し
た
宗
室
が
政
治
の
表
面
に
出
た
魏
晋
南
北
朝
と
は
異
な
り
、
つ
づ
く
階
唐
に
な
る
と
宗
室
は
し
だ
い
に
姿
を
消
す
よ
う
に
な
る
。

で
は
落
字
南
北
朝
時
代
の
国
家
に
お
い
て
宗
窒
が
果
し
た
役
割
を
首
落
で
は
ど
う
い
う
形
で
受
け
継
ぐ
の
か
。
謡
扇
南
北
朝
を
通
じ
て
模
索
さ

れ
晴
唐
で
完
成
し
た
律
令
体
制
と
ど
う
関
連
す
る
の
か
。
ま
た
強
力
な
権
限
を
付
与
し
て
地
方
に
派
遣
す
る
体
制
は
中
国
史
を
通
じ
て
間
々
見
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禺
さ
れ
る
が
、
た
と
え
ば
唐
後
半
期
の
藩
鎮
体
制
も
こ
の
都
督
の
拙
鎮
体
制
も
国
家
の
同
じ
意
図
か
ら
創
出
さ
れ
た
体
制
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ

が
形
態
の
上
で
明
確
に
相
違
点
が
あ
る
の
は
、
中
国
史
の
発
展
段
階
の
相
違
の
反
映
で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
大
き
な
問
題
も
徐
々
に
考
え
て

い
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
大
学
研
修
員
京
都
市
左
京
区

西晋代宗室諸ヨ三の特質（福原）
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The　Transformation　of　S696．僧綱during　the　H6ki宝亀Period

by

Masatsugu　Hong6

　　In　the　administration　of　Buddhism　in　the　Ritsury6律令government，

S6gO　played　a　central　part，　the　supreme　post　in　the　hierarchy．　ln　this

’article，　we　try．　to　make　clear　the　change　of　this　post　in　nature　and　its

”＄ignificance　by　examining　the　realities　of　the　appointment　and　of　the

functions．

　　B’efore　the　downfall　of　D6ky6道鏡the　pr量ests　having　the　ability　to

cure　the　sick，　particularly　the　Emperors，　were　often　appointed　as　S696s．

And　onlY　specified　S696s　cQuld　perform　the　administrative　functions．

’After　that，　the　principle　was　established　that　priests　should　take　the　post

＝6f　Risshi律師，　the　third　rank　in　S696，　before　being　promoted　to　a　higher

Post．　At　the　same　time，　it　ceased　to　be　an　important　condition　of　the

appointment　whether　a　priest　had　the　ability　to　cure　the　sick　or　not．

　　This　transformation　was　closeiy　related　to　the　institution　of　Juzenji

十禅師．At　that　time　the　government，　we　th圭nk，　intended　to　reform　S696

so．that　the　major　function　of　SOg6　might　be　that　of　an　administrator．

　　　　　　　The　Characteristic　of　the　Kings　of

　　　　　　　　　Imperial　Family　in　Xijin西晋

Consideration　of“the　Wars　of　the　Eight　Kings”八王の乱

by

Akir6　Fukuhara

　　The　object　of　this　thesis　is　to　examine　the　question，　why　the　lmperial

family　had　no　choice　but　to　play　the　leading　part　in　the　Wars　of　the

Eight　Kings．　The　style　of　the　existence　of　the　kings　of　lmperial　family

in　Xijin　is　different　from　that　in　the　former　dynasties，　and　it　is　the
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most　different　character　that　they　could　play　their　parts　in　the・bureau－

cracy，　above　ail　the　military　parts．　Most　of　those　proceedea　to　the　Po＄ts

of　the　miiitary　district出鎮were　the　kings　of　Imperiaほalhi重ゾ．Who　were

expected　to　be　as　the　protectors藩屏and　deputed　the　wide．discretion－

ary　power，　chiefiy　containing　the　milltary　one，　in　the　provinces・　by　the

emperor．

　　They　summoned　the　shidafu士大夫to　their　military　governments　nQt

only　from　the　provinces　but　also　from　the　whole　country．　As　a　result，

they　became　to　hold　the　semi－independent　power，　though　they　were　only

tke　government　othcials．

　　Then，　the．basis　they　raised　armies．against　the　emperor　is　that　they

won．support　of　the　public　opinion　which　was　represented　by　shidafu

and　had　the　blood　relationship　to　the　emperor．
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